
令和４年度第３回横浜市福祉有償移動サービス運営協議会 

 

日時 令和５年１月 13日（金）13：30～16：00 

場所 横浜市役所 18階会議室（みなと１・２・３） 

 

 

次       第 

 

１ 開会 

 

２ 協議事項 

（１）道路運送法第 79条新規登録申請に係る協議(１団体)       【資料１、資料２】 

（２）道路運送法第 79条登録団体の変更登録申請に係る協議（１団体）     【資料３】 

（３）道路運送法第 79条登録団体の運賃変更に係る協議(３団体)    【資料４-１～３】 

（４）道路運送法第 79条登録団体の更新登録申請に係る協議（12団体） 

【資料５､資料６､資料７-１～12】 

 

３ 報告事項 

（１）道路運送法第 79条登録団体の変更報告                 【資料８】 

（２）福祉有償移動サービスにおける安全確保の確認について         【資料９】 

（３）令和４年度第２回横浜市福祉有償移動サービス運営協議会議事録    【資料 10】             

 

 

 次回、令和５年度第１回横浜市福祉有償移動サービス運営協議会は、令和５年６月頃に

開催を予定しています。 



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　委員名簿

1 横浜市健康福祉局の職員 地域福祉保健部長 内田
ウチダ

　沢子
サワコ

2 神奈川県個人タクシー協会　会長 門谷
カドタニ

　真人
マサト

3 一般社団法人 神奈川県タクシー協会　常任理事 藤井
フジイ

　嘉一郎
カイチロウ

4 青葉区介護者の会　介護者サポート「ほっと青葉」 梅原
ウメハラ

　由美子
ユミコ

5 特定非営利活動法人神奈川県難病団体連絡協議会 髙野
タカノ

　元
ハジメ

6 横浜市心身障害児者を守る会連盟 副代表幹事 熊坂
クマサカ

　康
ヤスシ

7 公益社団法人横浜市身体障害者団体連合会 白石
シライシ

　幸男
ユキオ

8 特定非営利活動法人横浜市精神障害者家族連合会　副理事長 井汲
イクミ

　悦子
エツコ

9 国土交通省地方運輸支局の職員 国土交通省関東運輸局神奈川運輸支局　首席運輸企画専門官 三橋
ミツハシ

　裕
ユタカ

10
一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転
者が組織する団体 全神奈川ハイタク労働組合連絡会議　議長 水野

ミズノ

　潔
キヨシ

11
市内において、現に福祉有償運送を行っている
特定非営利活動法人等 特定非営利活動法人横浜移動サービス協議会　理事長 服部

ハットリ

　一弘
カズヒロ

12 学識経験のある者 学校法人愛知東邦大学人間健康学部 西尾
ニシオ

　敦史
アツシ

13 一般社団法人横浜市介護支援専門員協議会 鈴本
スズモト

　勝
マサル

14 横浜市野庭地域ケアプラザ　看護師 籾山
モミヤマ

　敦子
アツコ

15 ボランティア団体に所属する者 認定特定非営利活動法人市民セクターよこはま　理事 山野上
ヤマノウエ

　啓子
ケイコ

任期：令和４年４月１日から令和６年３月31日

一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

住民又は旅客

選出分野 団体等 氏名（敬称略）

地域のケアマネジャーや保健師等の有資格者



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会運営要綱

制  定 平成 16 年 11 月 11 日 福高在第 262 号（副市長決裁） 
改  正  令和２年４月１日  健福第 158 号（局長決裁） 

（目的）

第１条 特定非営利活動法人（特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号）第 10 条第

１項の規定による設立の認証を受けたものをいう。以下「ＮＰＯ」という。）等が道路運

送法（昭和 26 年法律第 183 号）（以下「法」という。）第 79 条に基づく登録（法第 79
条の６第１項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第 79条の７第１項の規定に基

づく変更登録を含む。以下同じ。）を経て行う福祉有償運送（以下「福祉有償移動サービ

ス」という。）について、その必要性並びに適正な実施等について協議することを目的と

した横浜市福祉有償移動サービス運営協議会（以下「協議会」という。）の運営その他必

要な事項について定めるものとする。

（協議事項）

第２条 協議会は、次の事項について協議する。

（１）ＮＰＯ等が実施する福祉有償移動サービスの必要性について

（２）ＮＰＯ等が実施する福祉有償移動サービスの適正実施について

（３）ＮＰＯ等が法第 79 条に基づく登録を申請する場合における旅客から収受する対価

について

（４）法第 79 条の 12 第１項第４号の規定による合意の解除について

（５）その他会長が必要と認めることについて

（組織）

第３条 協議会は、委員 20 人以内をもって組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者に健康福祉局長が就任を依頼する。

（１）横浜市健康福祉局の職員

（２）一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

（３）住民又は旅客

（４）国土交通省地方運輸支局の職員

（５）一般旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体

（６）市内において、現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等

（７）学識経験のある者

（８）地域のケアマネジャーや保健師等の有資格者

（９）市民活動支援団体に所属する者

（任期）

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任



 

期は、前任者の残任期間とする。 
２ 委員は、再任されることができる。 
（会長） 

第５条 協議会に会長１名を置き、委員の互選によりこれを定める。 
２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 
３ 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、

その職務を代理する。 
（会議） 

第６条 協議会は、次の各号の事由に該当する場合に会長が招集する。 
 （１）法第 79 条に基づく登録の申請が予定されるとき。 
 （２）重大事故等、福祉有償移動サービス事業実施上の問題が発生したとき。 
 （３）その他会長が必要と認めるとき。 
２ 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。 
３ 会議の協議事項は、出席委員の合議によりこれを決することを原則とする。 

なお、協議が整わないときは、委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。この場合において、第３条第２項第６号に該当する委員は、自らが行

う福祉有償移動サービスの可否の議決には加わることはできない。 
４ やむを得ない理由のため会議に出席できない委員は、同一の団体又は機関に所属する

者を代理人として出席させ、会議及び表決を委任することができる。ただし、会長、第

５条第３項に該当する委員を除く。 
５ 会長は、協議会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、そ

の意見を聴くことができる。 
 （会議の公開） 
第７条 会議は、原則として公開とする。 
 （書面の郵送による議決） 
第８条 会長は、法第 79条の６第１項に定める有効期間の更新の登録に係るとき、または、

協議会の運営上必要があると認めるときは、協議会の開催に代えて書面の郵送により意

見の聴取を行い、協議を調えることができる。この場合においては、全ての委員からの

意見聴取及び賛否の意向の確認を行うものとし、議事概要を作成して公表する。 
（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課が処理する。 
 （連絡・相談窓口） 
第１０条 福祉有償移動サービスに関する相談、苦情、その他に対応するため、健康福祉

局地域福祉保健部福祉保健課を連絡・相談窓口とする。 
 （守秘義務） 
第１１条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知りえた秘密を他に漏らしてはならな



 

い。 
（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議

会に諮って定める。 
附 則 

１ この要綱は、平成 16 年 11 月 11 日から施行する。 
２ この要綱の施行後最初に委嘱された委員の任期は、第４条第１項の規定にかかわらず

平成 18 年３月 31 日までとする。 
３ この要綱の施行後最初の協議会は、市長が招集する。 
附 則 
この要綱は、平成 18 年４月１日から施行する。 
附 則 

１ この要綱は、平成 18 年 11 月 29 日から施行する。 
２ この要綱の改正より、新たに増員された委員の任期は、第４条第１項の規定にかかわ

らず平成 20 年６月 19 日とする。 
 附 則 
１ この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。 
２ この要綱の改正により、就任を依頼された委員の任期は、第４条第１項の規定にかか

わらず平成 26 年３月 31 日までとする。 
３ この要綱の施行後最初の協議会は、健康福祉局長が招集する。 
 附 則 
 この要綱は、平成 25 年８月１日から施行する。 
 附 則 
 この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 
 附 則 
 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
 



【資料１】

新規登録

1

一般社団法人煌

無

無（手続き中）

無

3

0

3

3

18

○

○

【普通車距離制運賃】初乗1.2㎞まで500円、100円/264ｍ
【普通車時間制運賃】初乗 4,940円/１時間、加算 2,230円/30分

　　～３㎞：300円、３㎞～５㎞：400円、５㎞以上：500円

250円/15分（居宅の通院介助・身体介護を伴わない場合）

【障害福祉サービス利用時】法定の利用者負担割合分
【実費の場合】250円/15分

【障害福祉サービス利用時】法定の利用者負担割合分
【実費の場合】250円/15分

1,050円

【標準的利用例】

【運送の対価】

介助料

その他の
料金

会費

※旅客の範囲：イ.身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者/ロ.介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者/ハ.介護保険法第十九条第二項に
規定する要支援認定を受けている者/ニ.その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

500円【100円/㎞×５】

迎車料：300円（３㎞まで）
介助料：250円（15分以内）

1,928円 【416円（初乗1.2㎞まで500円：約416円/㎞）＋1,512円（100円/264m：約378円/km×
４㎞）】

５km離れた病院へ平日の昼間に乗降介助を行い送迎した場合（片道）

令和４年度第３回横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　登録申請団体一覧

【総合計】

【運送の対価
以外の対価】

　【参考：タクシー料金】

待機料

標
準
的
な
利
用
に
よ
る
対
価

（
料
金

）

※
旅
客
の
範
囲

イ

対象者（人）

ト

運
送
の
対
価
以
外
の
対
価

迎車料

対
価

（
料
金

）

運送の対価

添乗・
付添料

【参考：タクシー料金】

100円/㎞

使用車両数（台数）

その他の運送区域

障害者総合支援法
事業所指定

ハ

二

ホ

運転者(人）

へ

介護保険法事業所指定

持込み

内
訳

所有

ロ

法人名称



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料２】

年 11 月 16 日

・ 0 台 ・ 0 台
台 ・ 0 台 台 ・ 0 台

・ 0 台 ・ 0 台
・ 0 台 ・ 0 台

任意保険等の確認 任意保険等の確認

台 台

任意保険等の確認 任意保険等の確認 済

済 2 人 0 人

人 人 済 2 人 0 人

済 1 人 0 人

人 人

人 人

法人名称 一般社団法人煌

法人種別 一般社団法人
【法人代表者氏名】 今井　純子 【法人所在地】

横浜市金沢区寺前二丁目９番２号【法人設立年月日】 令和４

事業等

※履歴事項全部証明書より
当法人は、高齢者、傷病者、身体上又は精神上の障害者の地域生活を支援し、地域における社会福祉の増
進に寄与することを目的とし、その目的を達成するため、次の事業を行う。
　（１）介護保険法に基づく居宅介護支援事業
　（２）介護保険法に基づく居宅サービス事業
　（３）介護保健法に基づく地域密着型サービス事業
　（４）介護保険法に基づく介護予防支援事業
　（５）介護保険法に基づく介護予防サービス事業
　（６）介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業
　（７）介護保険法に基づく第１号事業
　（８）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
　（９）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく相談支援事業
（１０）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業
（１１）児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
（１２）児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
（１３）道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業（福祉限定）
（１４）道路運送法に基づく福祉有償運送事業
（１５）障害者、高齢者及び生活困窮者等に対する家事援助サービス事業、見守り支援事業及び生活支援
サービス事業
（１６）介護予防・健康づくりに関する事業
（１７）不動産の売買、賃貸借及び管理
（１８）その他当法人の目的を達成するために必要な事業

事業所所在地
ケアステーションぱお
横浜市金沢区寺前二丁目９番２号

介護保険法事業所
指定 無

障害者総合支援法
事業所指定 無 ※現在、手続き中

寝台車

車椅子車 車椅子車

兼用車 兼用車

回転シート車 回転シート車

運送の区域 横浜市

所有車両 持ち込み（貸借）車両

福
祉
車
両

0 設備内訳 寝台車 0 設備内訳

普
通
車
両

（
セ
ダ
ン
等

）

0 3

・対人無制限 ・対人無制限
・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

使用車両 ・対人無制限 ・対人無制限

3 台 ・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

登録時までに取得予定

・セダン講習等 登録時までに取得予定

二種免
許所持
者

1 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・セダン講習等 登録時までに取得予定

一種免
許所持
者

2 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・認定講習

運転者

合計 3 内、直近2年間免
許停止処分者 0



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料２】

内訳

人 人 人 人 人 人

人 人 2 人 人 人 人 人

人 人 16 人 人
1 人 人
1 人 人

人

人

2 人 人 18 人 人 人 人 人

20 人

旅客の範囲

○ 運行管理の責任者の選任 有 無
車両5両以上の場合、道路運送法施行規則で規定する資格を取得済

○ 整備管理責任者の選任 有 無

○ 運行管理・整備管理に係る指揮命令系統 有 無

○ 事故発生時の連絡体制 有 無

○ 苦情対応の体制 有 無

登録を受けようとする者は、道路運送法第７９条の４第１号から第４号に 該当

対象者
11
人

イ（身体障害者） ロ（精神障害者） ハ（知的障害者） 二（要介護認定者）

５級 ２級 中度 要介護２ 要支援２ 内部障害

ホ（要支援認定者） へ
（チェックリスト）

ト（その他）
６級 ３級 軽度 要介護１ 要支援１ 肢体不自由

その他

合計
（重複：２人）

○ 　イ　身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者

人
３級 要介護４

２級 要介護５ 精神障害
（認定者を除く）

人
１級

４級 １級 重度 要介護３ 知的障害
（認定者を除く）

　ホ　介護保険法第19条第２項に規定する要支援認定を受けている者
　へ　介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（チェックリスト）に該当する者

　ト　その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

　ロ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障害者
〇 　ハ　障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第４号に規定する知的障害者

　二　介護保険法第19条第１項に規定する要介護認定を受けている者

備考

会費

対価（料金）

対価区分 内容 判断基準 対価

運送の
対価

タクシー料金の概ね
２分の１の範囲内

距離制 100円/㎞

運送の
対価以
外の対
価

迎車料 他団体における同様の
サービス等と比較し、
高額でないと認められ
る範囲内

有 ～３㎞　300円、３㎞～５㎞　400円、５㎞以上　500円

待機料 有 250円/15分（居宅の通院介助・身体介護を伴わない場合）

介助料

運行管理体制

欠格事由 非該当

その他
(ｽﾄﾚｯﾁｬｰ・車い

す使用料等）

無

標準的な利用に
よる対価（料金）

例 ５㎞離れた病院へ送迎した場合（片道）

運送の
対価 500円【100円/㎞×５㎞】

【参考：タク
シー料金】

※運送の対価
の部分

1,928円
 【416円（初乗1.2㎞まで500円：約416円/㎞）＋1,512円（100円/264m：約378円/km×４㎞）】

提供されるサービスの
具体的な内容、他団体
における同様のサービ
ス等と比較し、高額で
ないと認められる範囲
内

有
【障害福祉サービス利用時】法定の利用者負担割合分
【実費の場合】250円/15分

添乗・
付添料

有
【障害福祉サービス利用時】法定の利用者負担割合分
【実費の場合】250円/15分

運送の対価
以外の対価

迎車料：300円（３㎞まで）
介助料：250円（15分以内）

総合計 1,050円



道路運送法第79条登録団体の変更登録申請（旅客の範囲の拡大）　協議団体概要 【資料３】

年 8 月 8 日

人 人 人 人 人 人 人
人 人 3 人 2 人 人 人
人 人 人 3 人
人 人

4 人 2 人
1 人

人

5 人 人 3 人 7 人 0 人 人 人
計 15 人

【ホ：要支援】【へ：基本チェックリスト】【ト：その他】の方の福祉有償運送を必要とする理由

障害者総合支援法
事業所指定 有

旅客の変更（拡大）

事業所所在地 ※法人に同じ
介護保険法事業所
指定 有

法人名称 特定非営利活動法人ふじさくら

法人概要

法人代表者氏名 宗像　定j継 【法人所在地】

法人設立年月日 平成17 横浜市保土ケ谷区星川１-12-６

事業等

※履歴事項全部証明書より
目的及び業務
本法人は、高齢者及び障害児者の日常生活の向上の為、幅広い分野での企画・工夫を行い良質なサービスを提
供するとともに、支援・介助・介護に重要な役割をもつ住宅・施設等の環境の向上、研究及び技術開発を行い、もっ
て福祉の増進に寄与することを目的とする。
本法人は、上記の目的を達成する為、次の種類の特定非営利活動を行う。
　１）保健、医療又は福祉の増進を図る活動
本法人は、上記の目的を達成する為、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行なう
　１）高齢者等の住環境に関する事業
　２）高齢者等に対する配食サービス事業
　３）高齢者等に対する介護サービス事業
　４）高齢者等の交流事業の企画・運営
　５）生活情報の提供事業
　６）施設の設置及び運営
　７）障害者等の支援活動事業
　８）障害児童の支援活動事業
　９）福祉に関する人材派遣事業及び教育
　10）産後ヘルパー派遣事業
　11）虐待からの保護等に関する事業
　12）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業

○

イ：身体障害者手帳をお持ちの方

ロ：精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

ハ：愛の手帳（療育手帳）をお持ちの方

二：要介護認定者

ホ：要支援認定者

へ：基本チェックリスト該当者

ト：その他肢体不自由、内部障害、知的障害、
　　精神障害その他の障害を有する者

○

○

人

旧

イ：身体障害者手帳をお持ちの方

新

ロ：精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

ハ：愛の手帳（療育手帳）をお持ちの方

○

二：要介護認定者

ホ：要支援認定者

へ：基本チェックリスト該当者

ト：その他肢体不自由、内部障害、知的障害、
　　精神障害その他の障害を有する者

○

その他

２級
１級

精神障害者

（認定者を除く）

拡大後の名簿の内訳

６級
５級
４級
３級

３級
２級
１級

軽度
中度
重度

要介護１
要介護２

（認定者除く）
人

イ（身体障害者） ロ（精神障害者） ハ（知的障害者） 二（要介護認定者） ホ（要支援認定者） へ
（チェックリスト）

ト（その他）

肢体不自由

内部障害

知的障害要介護３
要介護４

要支援１
要支援２

要介護５

更新登録申請有



【資料４-１】

法人名称　

変更事項　

提出日

変更予定日

新 旧

迎車料
５㎞まで、300円
５㎞以上10㎞まで、550円
以降、５㎞ごとに250円加算

300円

待機料

介助料

添乗・
付添料

その他

車椅子使用料　250円

遠方料金
10㎞を超え20㎞まで：500円
20㎞を超える場合：1,000円

車椅子使用料　250円

遠方料金
５㎞を超え、10㎞まで　250円
10㎞を超える場合　　　500円

横浜市福祉有償移動サービス運賃の変更に係る協議

特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブふれあい都筑

迎車料・その他

令和4年11月29日

協議が調い次第

運送の対価

運
送
の
対
価
以
外
の
対
価

（9：00～17：00）30分900円、以降450円/15分加算
（上記以外の時間帯）30分1,050円、以降525円/15分加算

　　　　　【介護保険適用の場合】法定の自己負担割合分
　　　　　【実費の場合】
　　　　　（9：00～17：00）30分900円、以降450円/15分加算
　　　　　（上記以外の時間帯）30分1,050円、以降525円/15分加算

100円/㎞

　　　　　【介護保険適用の場合】法定の自己負担割合分
　　　　　【実費の場合】900円/１回

更新申請有



【資料４-２】

法人名称　

変更事項　

提出日

変更予定日

新 旧

初乗り１㎞まで200円
以降、185円/㎞加算

150円/㎞

迎車料

待機料 350円/15分 600円/30分

介助料
【介護保険・障害福祉サービス利
用時】法定の自己負担割合分
【実費の場合】700円/回

600円/回

添乗・
付添料

【介護保険・障害福祉サービス利
用時】法定の自己負担割合分
【実費の場合】700円/30分

600円/30分

その他

運送の対価

運
送
の
対
価
以
外
の
対
価

300円

横浜市福祉有償移動サービス運賃の変更に係る協議

社会福祉法人真愛

運送の対価、待機料、介助料、付添・添乗料

令和4年12月1日

協議が調い次第

更新申請有



【資料４-３】

法人名称　

変更事項　

提出日

変更予定日

新 旧

100円/㎞ 50円/㎞

迎車料

待機料 250円/10分

（平日９時～17時）
30分600円
以降、200円/10分加算
（時間外：平日17時～翌９時、土日祝祭日）
30分750円。以降、250円/10分加算

介助料

【障害福祉サービス適用時】
法定の自己負担割合分
【実費の場合】
1,000円/回

【障害福祉サービス適用時】
法定の自己負担割合分
【実費の場合】
（平日９時～17時）
30分600円。以降、200円/10分加算
（時間外：平日17時～翌９時、土日祝祭日）
30分750円。以降、250円/10分加算

添乗・
付添料

【障害福祉サービス適用時】
法定の自己負担割合分
【実費の場合】
250円/10分

【障害福祉サービス適用時】
法定の自己負担割合分
【実費の場合】
（平日９時～17時）
30分600円。以降、200円/10分加算
（時間外：平日17時～翌９時、土日祝祭日）
30分750円。以降、250円/10分加算

その他

横浜市福祉有償移動サービス運賃の変更に係る協議

特定非営利活動法人移動サービスアクセス

運送の対価、待機料、介助料、付添・添乗料

令和4年11月30日

協議が調い次第

運送の対価

運
送
の
対
価
以
外
の
対
価

300円

区外遠方料金（出発地または目的地が区外の場合）：300円

更新申請有



【資料５】

月 日 法人名

３月 ８日 特定非営利活動法人ケアサポート紬

８日 特定非営利活動法人笑顔

11日 社会福祉法人真愛
12日 特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブふれあい都筑

14日 特定非営利活動法人らいちょう

29日 特定非営利活動法人横浜移動サービス協議会

29日 特定非営利活動法人移動サービスアクセス

４月 ６日 特定非営利活動法人たちばな福祉会

10日 特定非営利活動法人だんだんの樹

20日 特定非営利活動法人ふじさくら

26日 特定非営利活動法人いっぱい障がい者地域生活サポート会

26日 特定非営利活動法人守の会

79条登録団体の登録期限一覧



※旅客の範囲：イ.身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者/ロ.介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者/ハ.介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けている者/ニ.その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

1,800円【総合計】 2,310円 1,700円 1,940円 1,800円 1,600円

500円【200円（初乗2㎞）＋300円（100円/㎞×3㎞）】

　【参考：タクシー料金】 1,928円 【416円（初乗1.2㎞まで500円：約416円/㎞）＋1,512円（100円/264m：約378円/km×４㎞）】

【運送の対価
以外の対価】

迎車料：320円
介助料：1,020円

迎車料：300円
（迎車距離が５㎞まで）

介助料：900円

迎車料：300円
介助料：700円

迎車料：300円
介助料：1,000円

迎車料：150円
介助料：800円

迎車料：300円
介助料：1,000円

時間外料金：250円/30分

標
準
的
な
利

用
に
よ
る
対
価

（
料
金

）

【標準的利用例】 ５km離れた病院へ平日の昼間に乗降介助を行い送迎した場合（片道）

【運送の対価】 970円【400円（初乗り２㎞）+570円（190円/㎞×３㎞）】 500円【100円/㎞×５㎞】 940円【200円（初乗り１㎞）+740円（185円/㎞×4㎞）】 500円【100円/㎞×５㎞】 650円【130円/㎞×５㎞】

その他の
料金

　　　　　　　　車椅子：510円
　　　　　　　　リクライニング車椅子：1,530円
　　　　　　　　ストレッチャー：2,550円
　　　　　　　　増員者の交通費が発生する場合は実費

車椅子利用料（車椅子貸与代）：250円
遠方料金：10㎞を超え20㎞まで　500円
　　　　　　　20㎞を超える場合　1,000円

区外遠方料金：300円 車いす/ストレッチャー使用料：500円（片道）

　　　　　【障害福祉サービスの場合】法定の自己負担割合分
　　　　　【自費の場合】1,000円/回

【介護保険、障害福祉サービス利用時】
介護保険料の自己負担割合分

【介護保険、障害福祉サービス適用外の場合】
800円/30分

【障害福祉サービス利用時】法定の自己負担割合分
【実費の場合】1,000円

添乗・
付添料

1,220円/30分

　　　　　【介護保険適用の場合】介護保険自己負担分
　　　　　【自費の場合】
　　　　　（平日9:00～17:00）900円/30分、以後450円/15分
　　　　　（時間外（上記以外））1,050円/30分、以後525円/15分

【介護保険・障害福祉サービス適用時】
法定の自己負担割合分

【上記以外の場合】
700円/30分

　　　　　【障害福祉サービスの場合】法定の自己負担割合分
　　　　　【自費の場合】250円/10分

【介護保険、障害福祉サービス利用時】
介護保険料の自己負担割合分

【介護保険、障害福祉サービス適用外の場合】
800円/30分

600円/15分

150円 300円

待機料
10分までは無料。

30分610円、以降310円/15分加算
（平日9:00～17:00）900円/30分、以後450円/15分

（時間外（上記以外））1,050円/30分、以後525円/15分
350円/15分 250円/10分 800円/30分 300円/15分

130円/㎞
初乗り２㎞まで、200円
以降、100円/㎞加算

【参考：タクシー料金】 【普通車距離制運賃】初乗1.2㎞まで500円、100円/264ｍ        【普通車時間制運賃】初乗 4,940円/１時間、加算 2,230円/30分

運
送
の
対
価

以
外
の
対
価

迎車料
320円

（市外の場合210円加算）
（片道のみ）

5㎞まで　　　　　　　　　300円
５㎞を超え10㎞まで　　550円

以降、250円/５㎞加算
300円 300円

対
価

（
料
金

）

運送の対価
初乗り２㎞まで400円
以降、190円/㎞加算

100円/㎞
初乗り１㎞まで200円
以降、185円/㎞加算

100円/㎞

介助料
①玄関から車両まで運転者１名の場合：1,020円/30分
②車椅子の階段介助など運転者１名では対応困難な場合には複数対
応：増員１名につき1,220円/30分

　　　　　【介護保険適用の場合】介護保険自己負担分
　　　　　【自費の場合】900円/回

【介護保険・障害福祉サービス適用時】
法定の自己負担割合分

【上記以外の場合】
700円

会費 年会費：3,000円
入会金：3000円
月会費：　100円

入会金：3000円
年会費：1,200円

（年度途中の入会の場合は、100円/月）

ト 〇 〇 〇

へ

ホ 〇 〇 〇

〇 〇

二 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇

ロ 〇 〇 〇
※
旅
客
の
範

囲

イ 〇 〇 〇 〇

ハ 〇 〇 〇

1

対象者（人） 27 30 12 36 15 1

運転者(人） 13 13 9 11 2

10 9 2 9 0 1

1

内
訳

所有 2 2 4 1 2 0

持込み

使用車両数（台数） 12 11 6 10 2

有

その他の運送区域 無 無 無 無 無 無

障害者総合支援法
事業所指定

有 有 有 有 有

特定非営利活動法人ケアサポート紬

無介護保険法事業所指定 無 有 有 無 有

法人名称 特定非営利活動法人横浜移動サービス協議会
特定非営利活動法人

ワーカーズ・コレクティブふれあい都筑
社会福祉法人真愛 特定非営利活動法人横浜移動サービスアクセス 特定非営利活動法人ふじさくら

                                                                                     令和４年度第３回横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　登録申請団体一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【資料６】
更新登録

1 2 3 4 5 6料金変更有 料金変更有複数乗車実施（協議済 料金変更有 旅客の範囲の拡大申



                                                                                     令和４年度第３回横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　登録申請団体一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【資料６】
更新登録

7 8 9 10 11 12

法人名称 特定非営利活動法人笑顔 特定非営利活動法人らいちょう 特定非営利活動法人たちばな福祉会 特定非営利活動法人だんだんの樹
特定非営利活動法人

いっぱい障がい者地域生活サポート会

介護保険法事業所指定 無 無 無 有 無

無 有 無 有 無

特定非営利活動法人守の会

有

10

有

その他の運送区域 無 無 無 無 無 無

障害者総合支援法
事業所指定

持込み

使用車両数（台数） 3 4 3 2

0

3

内
訳

所有 0 4 3 2 0 3

5 4 7 10

3 0 0 0 10

3

対象者（人） 10 24 14 12 83 116

運転者(人） 2

※
旅
客
の
範

囲

イ 〇 〇 〇

ハ 〇 〇

〇 〇

ロ 〇 〇 〇

〇 〇

二 〇 〇 〇 〇 〇

ホ 〇 〇 〇 〇

〇

〇

へ

〇

会費
入会金：1,000円
年会費：3,000円

入会金：2,000円

ト

対
価

（
料
金

）

運送の対価 100円/㎞ 160円/㎞
初乗り１㎞まで200円
以降、180円/㎞加算

初乗り２㎞まで350円
以降、150円/㎞加算

介助料 900円 1,000円/回

【介護保険、障害福祉サービス利用時】
介護保険料の自己負担割合分

【介護保険、障害福祉サービス適用外の場合】
1,000円（１回）

初乗り２㎞まで300円
以降、150円/㎞加算

190円/㎞

【参考：タクシー料金】 【普通車距離制運賃】初乗1.2㎞まで500円、100円/264ｍ        【普通車時間制運賃】初乗 4,940円/１時間、加算 2,230円/30分

運
送
の
対
価

以
外
の
対
価

迎車料 300円 300円 300円 300円 200円
　拠点より10㎞以内：300円
　　　　　　 10㎞以上：500円

待機料 500円/30分 180円/10分 300円/15分
400円/30分

（最初の15分は無料）
300円/15分

500円/30分

【介護保険適用の場合】
介護保険自己負担分

【実費の場合】
1,200円

添乗・
付添料

600円/30分

【介護保険、障害福祉サービス利用時】
介護保険料の自己負担割合分

【介護保険、障害福祉サービス適用外の場合】
500円/15分

500円/30分

その他の
料金

高速利用料金等は必要に応じて実費徴収（事前確認）
　　　　　　　　　キャンセル料（当日配車後）：500円
　　　　　　　　　時間外、休日対応は20％割増（要事前予約）
　　　　　　　　　（基本利用時間：月～土、８時～17時）

　　福祉車両設備利用料：200円
　　　土日祝日等割増料金：100円

　　　　　　　夜朝割増料金（８時以前もしくは17時以降）：100円
車椅子貸出料：100円

リクライニング式車椅子貸出料：500円

標
準
的
な
利

用
に
よ
る
対
価

（
料
金

）

【標準的利用例】

【運送の対価】 500円【100円/㎞×５㎞】 800円【160円/㎞×５㎞】 920円【200円（初乗１㎞）＋720円（180円/㎞×４㎞）】 800円【350円（初乗2㎞）＋450円（150円/㎞×3㎞）】 750円【300円(初乗り２㎞)+450円（150円/㎞×３㎞）】 950円【190円/㎞×５㎞】

2,220円 2,100円 1,450円 2,450円

　【参考：タクシー料金】

【運送の対価
以外の対価】

迎車料：300円
介助料：900円

迎車料：300円
介助料：無

迎車料：300円
介助料：1,000円

迎車料：300円
介助料：1,000円

５km離れた病院へ平日の昼間に乗降介助を行い送迎した場合（片道）

1,928円 【416円（初乗1.2㎞まで500円：約416円/㎞）＋1,512円（100円/264m：約378円/km×４㎞）】

※旅客の範囲：イ.身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者/ロ.介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者/ハ.介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けている者/ニ.その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

迎車料：200円
介助料：500円

迎車料：300円
（起点より10㎞以内）

介助料：1,200円

【総合計】 1,700円 1,100円



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-１】

年 11 月 22 日

・ 0 台 ・ 0 台
台 ・ 2 台 台 ・ 2 台

・ 0 台 ・ 0 台
・ 0 台 ・ 1 台

任意保険等の確認 済 任意保険等の確認 済

台 台

任意保険等の確認 任意保険等の確認 済

済 7 人 0 人

人 人 済 7 人 0 人

済 6 人 0 人

人 人

人 人

運転者

合計 13 内、直近2年間免
許停止処分者 0

登録時までに取得予定

・セダン講習等 登録時までに取得予定

二種免
許所持
者

6 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・セダン講習等 登録時までに取得予定

一種免
許所持
者

7 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・認定講習

普
通
車
両

（
セ
ダ
ン
等

）

0 7

・対人無制限 ・対人無制限
・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

使用車両 ・対人無制限 ・対人無制限

12 台 ・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

車椅子車 車椅子車

兼用車 兼用車

回転シート車 回転シート車

運送の区域 横浜市

所有車両 持ち込み（貸借）車両

福
祉
車
両

2 設備内訳 寝台車 3 設備内訳

事業所所在地
さぽーと・横浜
横浜市中区真砂町３-33セルテ11階
よこはま市民共同オフィス内

介護保険法事業所
指定 無

障害者総合支援法
事業所指定 有

寝台車

法人名称 特定非営利活動法人横浜移動サービス協議会

法人種別 特定非営利活動（ＮＰＯ）法人
【法人代表者氏名】 服部　一弘 【法人所在地】

横浜市中区真砂町三丁目33番地【法人設立年月日】 平成16

事業等

※現在事項全部証明書より
目的及び業務
　この法人は、「移動の権利は基本的人権の一つ」であると考え、移動支援に関わる団体・個人が連携し、そ
の活動形態の違いを活かし協働することにより移動困難な人に対して、
　１.　移動の手段を確保できること
　２.  移動に関する権利が社会的に保障されること
　上記の実現に関する事業を行い、あらゆる人が自分らしく生きることに深く結びつく、移動の自由に寄与する
ことを目的とする。
　この法人は、上記の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第２条別表のうち、次に掲げる活動を行
う。
（１）人権の擁護又は平和の推進を図る活動
（２）保健、医療又は福祉の増進を図る活動
（３）社会教育の推進を図る活動
（４）まちづくりの推進を図る活動
（５）特定非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
　この法人は、上記の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
（１）移動に関する情報提供・相談に関する事業
（２）要支援者の介護予防・日常生活支援総合事業、その他高齢者等に対するサービスに関する事業
（３）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス、地域生活
支援、及び児童福祉法に基づく障害時通所支援、その他障害者等に対するサービスに関する事業
（４）市民活動団体・個人の支援に関する事業
（５）高齢者及び障害を持つ人等が利用しやすい交通システム・まちづくりの学習・検討・提言に関する事業
（６）公共交通機関・医療機関・福祉機関・行政・社会福祉協議会、福祉活動団体などとの連携・協働に関する
事業
（７）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

定款等に、道路運送法に基づく事業に

ついて追記依頼済み

複数乗車実施（協議済）



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-１】

内訳

人 1 人 人 人 人 4 人

人 人 1 人 1 人 1 人 人 人

人 人 11 人 人
人 2 人

3 人 人
16 人

人

19 人 1 人 12 人 3 人 1 人 0 人 4 人

40 人

旅客の範囲

○ 運行管理の責任者の選任 有 無
車両5両以上の場合、道路運送法施行規則で規定する資格を取得済

○ 整備管理責任者の選任 有 無

○ 運行管理・整備管理に係る指揮命令系統 有 無

○ 事故発生時の連絡体制 有 無

○ 苦情対応の体制 有 無

登録を受けようとする者は、道路運送法第７９条の４第１号から第４号に 該当

運行管理体制

欠格事由 非該当

その他
(ｽﾄﾚｯﾁｬｰ・車い

す使用料等）

有

車椅子：510円、リクライニング車椅子：1,530円
ストレッチャー：2,550円
増員者の交通費が発生する場合は実費

標準的な利用に
よる対価（料金）

例 ５㎞離れた病院へ送迎した場合（片道）

運送の
対価 970円【400円（初乗２㎞）＋570円（190円/㎞×３㎞）】

【参考：タク
シー料金】

※運送の対価
の部分

1,928円
 【416円（初乗1.2㎞まで500円：約416円/㎞）＋1,512円（100円/264m：約378円/km×４㎞）】

提供されるサービスの
具体的な内容、他団体
における同様のサービ
ス等と比較し、高額で
ないと認められる範囲
内

有

①玄関から車両まで運転者１名の場合：1,020円/30分
②車椅子の階段介助など運転者１名では対応困難場合に
は複数対応：増員１名につき1,220円/30分

添乗・
付添料

有 1,220円/30分

運送の対価
以外の対価

迎車料：320円
介助料：1,020円

総合計 2,310円

備考
＜ホ：要支援認定者＞肺がんのため歩行困難
＜ト：その他＞心臓機能障害、脊柱管狭窄症、関節周囲炎による関節痛等があるため歩行困難

会費 年会費：3,000円

対価（料金）

対価区分 内容 判断基準 対価

運送の
対価

タクシー料金の概ね
２分の１の範囲内

距離制 初乗り２㎞まで400円、以降190円/㎞加算

運送の
対価以
外の対
価

迎車料
他団体における同様の
サービス等と比較し、
高額でないと認められ
る範囲内

有 320円（市外の場合210円加算）（片道のみ）

待機料 有
10分までは無料。
30分610円、以降310円/15分加算

介助料

○ 　ホ　介護保険法第19条第２項に規定する要支援認定を受けている者
　へ　介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（チェックリスト）に該当する者

〇 　ト　その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

〇 　ロ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障害者
○ 　ハ　障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第４号に規定する知的障害者
○ 　二　介護保険法第19条第１項に規定する要介護認定を受けている者

（重複：13人）

○ 　イ　身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者

人
３級 要介護４

２級 要介護５ 精神障害
（認定者を除く）

人
１級

４級 １級 重度 要介護３ 知的障害
（認定者を除く）

６級 ３級 軽度 要介護１ 要支援１ 肢体不自由

その他

合計
対象者

27
人

イ（身体障害者） ロ（精神障害者） ハ（知的障害者） 二（要介護認定者）

５級 ２級 中度 要介護２ 要支援２ 内部障害

ホ（要支援認定者） へ
（チェックリスト）

ト（その他）



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-２】

年 7 月 1 日

・ 0 台 ・ 0 台
台 ・ 2 台 台 ・ 0 台

・ 0 台 ・ 0 台
・ 0 台 ・ 0 台

任意保険等の確認 済 任意保険等の確認

台 台

任意保険等の確認 任意保険等の確認

済 13 人 0 人

人 人 済 13 人 0 人

未 0 人 0 人

人 人

人 人

運転者

合計 13 内、直近2年間免
許停止処分者 0

登録時までに取得予定

・セダン講習等 登録時までに取得予定

二種免
許所持
者

0 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・セダン講習等 登録時までに取得予定

一種免
許所持
者

13 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・認定講習

普
通
車
両

（
セ
ダ
ン
等

）

0 9

・対人無制限 ・対人無制限
・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

使用車両 ・対人無制限 ・対人無制限

11 台 ・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

車椅子車 車椅子車

兼用車 兼用車

回転シート車 回転シート車

運送の区域 横浜市

所有車両 持ち込み（貸借）車両

福
祉
車
両

2 設備内訳 寝台車 0 設備内訳

事業所所在地 ※法人に同じ
介護保険法事業所
指定 有

障害者総合支援法
事業所指定 有

寝台車

法人名称 特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブふれあい都筑

法人種別 特定非営利活動（ＮＰＯ）法人
【法人代表者氏名】 石田　ひで子 【法人所在地】

横浜市都筑区荏田南五丁目８番17号【法人設立年月日】 平成14

事業等

※現在事項全部証明書より
目的及び業務
　本会は、地域社会において自らの生活技術や技能を発揮し役立てることを通して、高齢者、障碍者及びその
他生活支援を必要とする人々に対して、相互扶助の精神に基づいてサービスを行い、自主運営、自主管理の
働き方をもって、安心して心豊かに暮らせる地域福祉の向上に寄与することを目的とする。
　本会は上記の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
　　（１）保健、医療又は福祉の増進を図る活動
　本会は上記の目的を達成するために、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
　　（１）家事・介護・育児等に関する独自の生活支援サービス
　　（２）公的制度に基づくホームヘルプサービス事業
　　　　　①介護保険法に基づく訪問介護事業・介護予防訪問介護事業及び第１号事業
　　　　　②障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業
　　　　　③その他横浜市等の委託による家事・介護・育児に関する事業
　　（３）介護保険法に基づく居宅介護支援事業
　　（４）福祉有償運送事業
　　（５）地域福祉増進を考える事業
　　（６）その他本会の目的を達成するために必要な事業

料金変更申請有



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-２】

内訳

人 人 人 5 人 4 人 人

人 人 2 人 6 人 3 人 人 人

1 人 人 6 人 2 人
1 人 人
1 人 1 人
4 人

1 人

7 人 0 人 8 人 14 人 7 人 0 人 1 人

37 人

旅客の範囲

○ 運行管理の責任者の選任 有 無
車両5両以上の場合、道路運送法施行規則で規定する資格を取得済

○ 整備管理責任者の選任 有 無

○ 運行管理・整備管理に係る指揮命令系統 有 無

○ 事故発生時の連絡体制 有 無

○ 苦情対応の体制 有 無

登録を受けようとする者は、道路運送法第７９条の４第１号から第４号に 該当

運行管理体制

欠格事由 非該当

その他
(ｽﾄﾚｯﾁｬｰ・車い

す使用料等）

有

車椅子利用料（車椅子貸与代）：250円/回
遠方料金：10㎞を超え20㎞まで　500円
　　　　　　　20㎞を超える場合　1,000円

標準的な利用に
よる対価（料金）

例 ５㎞離れた病院へ送迎した場合（片道）

運送の
対価 500円【500円（100円/㎞×５㎞）】

【参考：タク
シー料金】

※運送の対価
の部分

1,928円
 【416円（初乗1.2㎞まで500円：約416円/㎞）＋1,512円（100円/264m：約378円/km×４㎞）】

提供されるサービスの
具体的な内容、他団体
における同様のサービ
ス等と比較し、高額で
ないと認められる範囲
内

有
【介護保険等適用の場合】法定の自己負担割合分
【実費の場合】900円/回

添乗・
付添料

有

【介護保険等適用の場合】法定の自己負担割合分
【実費の場合】
（平日9:00～17:00）900円/30分、以後450円/15分
（時間外（上記以外））1,050円/30分、以後525円/15分

運送の対価
以外の対価

迎車料：300円（迎車距離が５㎞まで）
介助料：900円

総合計 1,700円

備考
＜ホ：要支援認定者＞足腰に痛みがあり、単独での歩行困難。視覚障害があるため。
＜ト：その他＞難病（膠原病）

会費 入会金：3,000円、月会費：100円

対価（料金）

対価区分 内容 判断基準 対価

運送の
対価

タクシー料金の概ね
２分の１の範囲内

距離制 100円/㎞

運送の
対価以
外の対
価

迎車料
他団体における同様の
サービス等と比較し、
高額でないと認められ
る範囲内

有
５㎞まで300円、５㎞を超え10㎞まで550円、以降250円/５㎞
加算

待機料 有
（平日9:00～17:00）900円/30分、以後450円/15分
（時間外（上記以外））1,050円/30分、以後525円/15分

介助料

〇 　ホ　介護保険法第19条第２項に規定する要支援認定を受けている者
　へ　介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（チェックリスト）に該当する者

〇 　ト　その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

　ロ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障害者
○ 　ハ　障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第４号に規定する知的障害者
○ 　二　介護保険法第19条第１項に規定する要介護認定を受けている者

（重複7名）

○ 　イ　身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者

人
３級 要介護４

２級 要介護５ 精神障害
（認定者を除く）

人
１級

４級 １級 重度 要介護３ 知的障害
（認定者を除く）

６級 ３級 軽度 要介護１ 要支援１ 肢体不自由

その他

合計
対象者

30
人

イ（身体障害者） ロ（精神障害者） ハ（知的障害者） 二（要介護認定者）

５級 ２級 中度 要介護２ 要支援２ 内部障害

ホ（要支援認定者） へ
（チェックリスト）

ト（その他）



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-３】

年 3 月 29 日

・ 0 台 ・ 0 台
台 ・ 2 台 台 ・ 1 台

・ 0 台 ・ 0 台
・ 0 台 ・ 0 台

任意保険等の確認 済 任意保険等の確認 済

台 台

任意保険等の確認 済 任意保険等の確認 済

済 9 人 0 人

人 人 済 9 人 0 人

未 0 人 0 人

人 人

人 人

法人名称 社会福祉法人真愛

法人種別 社会福祉法人
【法人代表者氏名】 池田　恵賜 【法人所在地】

横浜市栄区公田町424番地23【法人設立年月日】 平成29

事業等

※現在事項全部証明書より
目的
　この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、キリスト教精神に基づき、支援を必要とする地域の人々に対し
て、個人の尊厳と意向を尊重しつつ、健やかに心身が育成され保持されるための多様な福祉サービスを総合
的に提供することを通して、社会福祉の向上に寄与することを目的とする。この法人は、上記の目的を達成す
るため次の社会福祉事業を行う。
（１）第二種社会福祉事業
　　（イ）保育所の経営
　　（ロ）一時預り事業の経営
　　（ハ）老人デイサービス事業の経営
　　（二）老人居宅介護事業の経営
　　（ホ）障害福祉サービス事業の経営
　　（ヘ）移動支援事業の経営
　　（ト）地域活動センターの経営
　　（チ）特定相談支援事業の経営
　　（リ）障害児相談支援事業の経営
　この法人は、社会福祉法台二六条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地
域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
（１）生活支援サービス事業
（２）福祉有償移動サービス事業
（３）居宅介護支援事業

事業所所在地
ふぁみりーさぽーと泉
横浜市栄区飯島町1516番地５

介護保険法事業所
指定 有

障害者総合支援法
事業所指定 有

寝台車

車椅子車 車椅子車

兼用車 兼用車

回転シート車 回転シート車

運送の区域 横浜市

所有車両 持ち込み（貸借）車両

福
祉
車
両

2 設備内訳 寝台車 1 設備内訳

普
通
車
両

（
セ
ダ
ン
等

）

2 1

・対人無制限 ・対人無制限
・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

使用車両 ・対人無制限 ・対人無制限

6 台 ・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

登録時までに取得予定

・セダン講習等 登録時までに取得予定

二種免
許所持
者

0 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・セダン講習等 登録時までに取得予定

一種免
許所持
者

9 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・認定講習

運転者

合計 9 内、直近2年間免
許停止処分者 0

料金変更申請有



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-３】

内訳

人 人 人 1 人 人 人

人 人 人 人 人 人 人

人 1 人 8 人 人
人 人
人 人

7 人

人

7 人 1 人 8 人 1 人 0 人 0 人 0 人

17 人

旅客の範囲

○ 運行管理の責任者の選任 有 無
車両5両以上の場合、道路運送法施行規則で規定する資格を取得済

○ 整備管理責任者の選任 有 無

○ 運行管理・整備管理に係る指揮命令系統 有 無

○ 事故発生時の連絡体制 有 無

○ 苦情対応の体制 有 無

登録を受けようとする者は、道路運送法第７９条の４第１号から第４号に 該当

対象者
12
人

イ（身体障害者） ロ（精神障害者） ハ（知的障害者） 二（要介護認定者）

５級 ２級 中度 要介護２ 要支援２ 内部障害

ホ（要支援認定者） へ
（チェックリスト）

ト（その他）
６級 ３級 軽度 要介護１ 要支援１ 肢体不自由

その他

合計
（重複５名）

〇 　イ　身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者

人
３級 要介護４

２級 要介護５ 精神障害
（認定者を除く）

人
１級

４級 １級 重度 要介護３ 知的障害
（認定者を除く）

　ホ　介護保険法第19条第２項に規定する要支援認定を受けている者
　へ　介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（チェックリスト）に該当する者

　ト　その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

〇 　ロ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障害者
〇 　ハ　障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第４号に規定する知的障害者
〇 　二　介護保険法第19条第１項に規定する要介護認定を受けている者

備考

会費

対価（料金）

対価区分 内容 判断基準 対価

運送の
対価

タクシー料金の概ね
２分の１の範囲内

距離制 初乗り１㎞まで200円。以降、185円/㎞加算

運送の
対価以
外の対
価

迎車料
他団体における同様の
サービス等と比較し、
高額でないと認められ
る範囲内

有 300円

待機料 有 350円/15分

介助料

運行管理体制

欠格事由 非該当

その他
(ｽﾄﾚｯﾁｬｰ・車い

す使用料等）

無

標準的な利用に
よる対価（料金）

例 ５㎞離れた病院へ送迎した場合（片道）

運送の
対価 940円【200（初乗り１㎞）+740円（185円/㎞×４㎞）】

【参考：タク
シー料金】

※運送の対価
の部分

1,928円
 【416円（初乗1.2㎞まで500円：約416円/㎞）＋1,512円（100円/264m：約378円/km×４㎞）】

提供されるサービスの
具体的な内容、他団体
における同様のサービ
ス等と比較し、高額で
ないと認められる範囲
内

有

【介護保険・障害福祉サービス適用時】法定の自己負担割
合分
【上記以外の場合】700円

添乗・
付添料

有

【介護保険・障害福祉サービス適用時】法定の自己負担割
合分
【上記以外の場合】700円/30分

運送の対価
以外の対価

迎車料：300円
介助料：700円

総合計 1,940円



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-４】

年 2 月 15 日

・ 0 台 ・ 0 台
台 ・ 1 台 台 ・ 0 台

・ 0 台 ・ 0 台
・ 0 台 ・ 0 台

任意保険等の確認 済 任意保険等の確認

台 台

任意保険等の確認 任意保険等の確認 済

済 11 人 0 人

人 人 済 11 人 0 人

未 0 人 0 人

人 人

人 人

法人名称 特定非営利活動法人移動サービスアクセス

法人種別 特定非営利活動（ＮＰＯ）法人
【法人代表者氏名】 石田　典代 【法人所在地】

横浜市青葉区荏田北３-11-24【法人設立年月日】 平成17

事業等

※現在事項全部証明書より
目的及び業務
　この法人は、相互扶助の精神にもとづき、自らの生活技術や技能を発揮し、自主運営・自主管理の非営利
市民事業として、高齢者、障害者、病弱者、および子育て支援を必要としている人たちなど移動制約者の外出
を支援する事業等を行い、「参加型福祉」によるまちづくりに寄与することを目的とする。
　この法人は、上記の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
（１）保健、医療または福祉の増進を図る活動
（２）子どもの健全育成を図る活動
（３）まちづくりの推進を図る活動
　この法人は、上記の目的を達成するため、次の事業を行う。
（１）特定非営利活動に係る事業
①移動制約者に対する外出支援を行なう福祉有償運送事業
②「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（通称　障害者総合支援法）に基づく地
域生活支援事業
③「横浜市障害者ガイドボランティア事業事務取扱団体」としての事業
④デイサービス施設の送迎受託事業
⑤生活の質を高めるためのお出かけプラン提供事業
⑥知識・技術の向上に関する共育・研修事業
⑦その他、この法人の目的達成に必要な事業

事業所所在地 ※法人に同じ
介護保険法事業所
指定 無

障害者総合支援法
事業所指定 有

寝台車

車椅子車 車椅子車

兼用車 兼用車

回転シート車 回転シート車

運送の区域 横浜市

所有車両 持ち込み（貸借）車両

福
祉
車
両

1 設備内訳 寝台車 0 設備内訳

普
通
車
両

（
セ
ダ
ン
等

）

0 9

・対人無制限 ・対人無制限
・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

使用車両 ・対人無制限 ・対人無制限

10 台 ・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

登録時までに取得予定

・セダン講習等 登録時までに取得予定

二種免
許所持
者

0 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・セダン講習等 登録時までに取得予定

一種免
許所持
者

11 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・認定講習

運転者

合計 11 内、直近2年間免
許停止処分者 0

料金変更申請有



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-４】

内訳

人 人 人 人 人 人

人 人 13 人 3 人 人 人 1 人

1 人 1 人 19 人 人
2 人 1 人
5 人 人
4 人

人

12 人 1 人 32 人 4 人 0 人 0 人 1 人

50 人

旅客の範囲

○ 運行管理の責任者の選任 有 無
車両5両以上の場合、道路運送法施行規則で規定する資格を取得済

○ 整備管理責任者の選任 有 無

○ 運行管理・整備管理に係る指揮命令系統 有 無

○ 事故発生時の連絡体制 有 無

○ 苦情対応の体制 有 無

登録を受けようとする者は、道路運送法第７９条の４第１号から第４号に 該当

対象者
36
人

イ（身体障害者） ロ（精神障害者） ハ（知的障害者） 二（要介護認定者）

５級 ２級 中度 要介護２ 要支援２ 内部障害

ホ（要支援認定者） へ
（チェックリスト）

ト（その他）
６級 ３級 軽度 要介護１ 要支援１ 肢体不自由

その他

合計
（重複：14人）

○ 　イ　身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者

人
３級 要介護４

２級 要介護５ 精神障害
（認定者を除く）

人
１級

４級 １級 重度 要介護３ 知的障害
（認定者を除く）

〇 　ホ　介護保険法第19条第２項に規定する要支援認定を受けている者
　へ　介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（チェックリスト）に該当する者

〇 　ト　その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

〇 　ロ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障害者
○ 　ハ　障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第４号に規定する知的障害者
〇 　二　介護保険法第19条第１項に規定する要介護認定を受けている者

備考
＜ホ：要支援認定者＞協議済み
＜ト：その他＞パーキンソン病

会費 入会金：3,000円、年会費：1,200円（年度途中の入会の場合は、100円/月）

対価（料金）

対価区分 内容 判断基準 対価

運送の
対価

タクシー料金の概ね
２分の１の範囲内

距離制 100円/㎞

運送の
対価以
外の対
価

迎車料
他団体における同様の
サービス等と比較し、
高額でないと認められ
る範囲内

有 300円

待機料 有 250円/10分

介助料

運行管理体制

欠格事由 非該当

その他
(ｽﾄﾚｯﾁｬｰ・車い

す使用料等）

有 区外遠方料金：300円

標準的な利用に
よる対価（料金）

例 ５㎞離れた病院へ送迎した場合（片道）

運送の
対価 500円【100円/㎞×５㎞】

【参考：タク
シー料金】

※運送の対価
の部分

1,928円
 【416円（初乗1.2㎞まで500円：約416円/㎞）＋1,512円（100円/264m：約378円/km×４㎞）】

提供されるサービスの
具体的な内容、他団体
における同様のサービ
ス等と比較し、高額で
ないと認められる範囲
内

有
【障害福祉サービス適用時】法定の自己負担割合分
【実費の場合】1,000円/回

添乗・
付添料

有
【障害福祉サービス適用時】法定の自己負担割合分
【実費の場合】250円/10分

運送の対価
以外の対価

迎車料：300円
介助料：1,000円

総合計 1,800円



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-５】

年 8 月 8 日

・ 0 台 ・ 0 台
台 ・ 2 台 台 ・ 0 台

・ 0 台 ・ 0 台
・ 0 台 ・ 0 台

任意保険等の確認 済 任意保険等の確認

台 台

任意保険等の確認 任意保険等の確認

済 2 人 0 人

人 人 済 2 人 0 人

未 0 人 0 人

人 人

人 人

法人名称 特定非営利活動法人ふじさくら

法人種別 特定非営利活動（ＮＰＯ）法人
【法人代表者氏名】 宗像　定継 【法人所在地】

横浜市保土ケ谷区星川１-12-６【法人設立年月日】 平成17

事業等

※現在事項全部証明書より
目的及び業務
本法人は、高齢者及び障害児者の日常生活の向上の為、幅広い分野での企画・工夫を行い良質なサービス
を提供するとともに、支援・介助・介護に重要な役割をもつ住宅・施設等の環境の向上、研究及び技術開発を
行い、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
本法人は、上記の目的を達成する為、次の種類の特定非営利活動を行う。
　１）保健、医療又は福祉の増進を図る活動
本法人は、上記の目的を達成する為、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行なう
　１）高齢者等の住環境に関する事業
　２）高齢者等に対する配食サービス事業
　３）高齢者等に対する介護サービス事業
　４）高齢者等の交流事業の企画・運営
　５）生活情報の提供事業
　６）施設の設置及び運営
　７）障害者等の支援活動事業
　８）障害児童の支援活動事業
　９）福祉に関する人材派遣事業及び教育
　10）産後ヘルパー派遣事業
　11）虐待からの保護等に関する事業
　12）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業

事業所所在地 ※法人に同じ
介護保険法事業所
指定 有

障害者総合支援法
事業所指定 有

寝台車

車椅子車 車椅子車

兼用車 兼用車

回転シート車 回転シート車

運送の区域 横浜市

所有車両 持ち込み（貸借）車両

福
祉
車
両

2 設備内訳 寝台車 0 設備内訳

普
通
車
両

（
セ
ダ
ン
等

）

0 0

・対人無制限 ・対人無制限
・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

使用車両 ・対人無制限 ・対人無制限

2 台 ・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

登録時までに取得予定

・セダン講習等 登録時までに取得予定

二種免
許所持
者

0 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・セダン講習等 登録時までに取得予定

一種免
許所持
者

2 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・認定講習

運転者

合計 2 内、直近2年間免
許停止処分者 0

変更登録申請



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-５】

内訳

人 人 人 人 人 人

人 人 3 人 2 人 人 人 人

人 人 人 3 人
人 人

4 人 2 人
1 人

人

5 人 0 人 3 人 7 人 0 人 0 人 0 人

15 人

旅客の範囲

○ 運行管理の責任者の選任 有 無
車両5両以上の場合、道路運送法施行規則で規定する資格を取得済

○ 整備管理責任者の選任 有 無

○ 運行管理・整備管理に係る指揮命令系統 有 無

○ 事故発生時の連絡体制 有 無

○ 苦情対応の体制 有 無

登録を受けようとする者は、道路運送法第７９条の４第１号から第４号に 該当

対象者
15
人

イ（身体障害者） ロ（精神障害者） ハ（知的障害者） 二（要介護認定者）

５級 ２級 中度 要介護２ 要支援２ 内部障害

ホ（要支援認定者） へ
（チェックリスト）

ト（その他）
６級 ３級 軽度 要介護１ 要支援１ 肢体不自由

その他

合計

○ 　イ　身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者

人
３級 要介護４

２級 要介護５ 精神障害
（認定者を除く）

人
１級

４級 １級 重度 要介護３ 知的障害
（認定者を除く）

　ホ　介護保険法第19条第２項に規定する要支援認定を受けている者
　へ　介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（チェックリスト）に該当する者

　ト　その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

　ロ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障害者
○ 　ハ　障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第４号に規定する知的障害者
〇 　二　介護保険法第19条第１項に規定する要介護認定を受けている者

備考

会費

対価（料金）

対価区分 内容 判断基準 対価

運送の
対価

タクシー料金の概ね
２分の１の範囲内

距離制 130円/㎞

運送の
対価以
外の対
価

迎車料
他団体における同様の
サービス等と比較し、
高額でないと認められ
る範囲内

有 150円

待機料 有 800円/30分

介助料

運行管理体制

欠格事由 非該当

その他
(ｽﾄﾚｯﾁｬｰ・車い

す使用料等）

有 車いす/ストレッチャー使用料：500円（片道）

標準的な利用に
よる対価（料金）

例 ５㎞離れた病院へ送迎した場合（片道）

運送の
対価 650円【130円/㎞×５㎞】

【参考：タク
シー料金】

※運送の対価
の部分

1,928円
 【416円（初乗1.2㎞まで500円：約416円/㎞）＋1,512円（100円/264m：約378円/km×４㎞）】

提供されるサービスの
具体的な内容、他団体
における同様のサービ
ス等と比較し、高額で
ないと認められる範囲
内

有

【介護保険・障害福祉サービス適用時】法定の自己負担割
合分
【実費の場合】800円/30分

添乗・
付添料

有

【介護保険・障害福祉サービス適用時】法定の自己負担割
合分
【実費の場合】800円/30分

運送の対価
以外の対価

迎車料：150円
介助料：800円

総合計 1,600円



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-６】

年 5 月 12 日

・ 0 台 ・ 0 台
台 ・ 0 台 台 ・ 1 台

・ 0 台 ・ 0 台
・ 0 台 ・ 0 台

任意保険等の確認 任意保険等の確認 済

台 台

任意保険等の確認 任意保険等の確認

済 1 人 0 人

人 人 済 1 人 0 人

未 0 人 0 人

人 人

人 人

法人名称 特定非営利活動法人ケアサポート紬

法人種別 特定非営利活動（ＮＰＯ）法人
法人代表者氏名 仲井　則子

法人設立年月日 平成29

事業等

※履歴事項全部証明書より
目的及び事業
　この法人は、常時、介助（医療的ケア含む）を必要とする重症心身障害児・者に対して、本人のおもいを中
心に支援することを軸とした、ケアサポートができる事業を行うことで、重い障害のある人でも、地域・在宅で
の暮らしを実現し、豊かな地域社会づくりと、福祉の増進に寄与することを目的とする。
　この法人は、上記の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
１　保険、医療又は福祉の増進を図る活動
２　社会教育の推進を図る活動
３　まちづくりの推進を図る活動
４　人権の擁護又は平和の推進を図活動
　この法人は、上記の目的を達成するため、次の事業を行う。
１　特定非営利活動に係る事業
（１）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
（２）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業
（３）障害福祉関連の情報提供と相談に関する事業
（４）福祉・医療・行政・多職種・地域の人々との連携に関する事業
（５）福祉有償移動サービスに関する事業
（６）その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

【法人所在地】
横浜市栄区笠間三丁目45番M-103号

事業所所在地
移動サービス結
横浜市栄区小菅ケ谷２-７-17
クレール本郷台208

介護保険法事業所
指定 無

障害者総合支援法
事業所指定 有

寝台車

車椅子車 車椅子車

兼用車 兼用車

回転シート車 回転シート車

運送の区域 横浜市

所有車両 持ち込み（貸借）車両

福
祉
車
両

0 設備内訳 寝台車 1 設備内訳

普
通
車
両

（
セ
ダ
ン
等

）

0 0

・対人無制限 ・対人無制限
・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

使用車両 ・対人無制限 ・対人無制限

1 台 ・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

登録時までに取得予定

・セダン講習等 登録時までに取得予定

二種免
許所持
者

0 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・セダン講習等 登録時までに取得予定

一種免
許所持
者

1 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・認定講習

運転者

合計 1 内、直近2年間免
許停止処分者 0



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-６】

内訳

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人 人

人 人 人 人
人 人
人 人

1 人

人

1 人 人 人 0 人 0 人 0 人 0 人

人

旅客の範囲

○ 運行管理の責任者の選任 有 無
車両5両以上の場合、道路運送法施行規則で規定する資格を取得済

○ 整備管理責任者の選任 有 無

○ 運行管理・整備管理に係る指揮命令系統 有 無

○ 事故発生時の連絡体制 有 無

○ 苦情対応の体制 有 無

登録を受けようとする者は、道路運送法第７９条の４第１号から第４号に 該当

対象者
１
人

イ（身体障害者） ロ（精神障害者） ハ（知的障害者） 二（要介護認定者）

５級 ２級 中度 要介護２ 要支援２ 内部障害

ホ（要支援認定者） へ
（チェックリスト）

ト（その他）
６級 ３級 軽度 要介護１ 要支援１ 肢体不自由

その他

合計

○ 　イ　身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者

人
３級 要介護４

２級 要介護５ 精神障害
（認定者を除く）

人
１級

４級 １級 重度 要介護３ 知的障害
（認定者を除く）

1

　ホ　介護保険法第19条第２項に規定する要支援認定を受けている者
　へ　介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（チェックリスト）に該当する者

　ト　その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

　ロ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障害者
　ハ　障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第４号に規定する知的障害者
　二　介護保険法第19条第１項に規定する要介護認定を受けている者

備考

会費

対価（料金）

対価区分 内容 判断基準 対価

運送の
対価

タクシー料金の概ね
２分の１の範囲内

距離制 初乗り２㎞まで200円。その後１㎞ごと100円

運送の
対価以
外の対
価

迎車料 他団体における同様の
サービス等と比較し、高
額でないと認められる範
囲内

有 300円

待機料 有 300円/15分

介助料

運行管理体制

欠格事由 非該当

その他
(ｽﾄﾚｯﾁｬｰ・車い

す使用料等）

有 時間外料金　250円/30分

標準的な利用に
よる対価（料金）

例 ５㎞離れた病院へ送迎した場合（片道）

運送の
対価 500円【200円（初乗2㎞まで200円）＋300円（100円/㎞×3㎞）】

【参考：タク
シー料金】

※運送の対価
の部分

1,928円
 【416円（初乗1.2㎞まで500円：約416円/㎞）＋1,512円（100円/264m：約378円/km×４㎞）】

提供されるサービスの具
体的な内容、他団体にお
ける同様のサービス等と
比較し、高額でないと認
められる範囲内

有
【障害福祉サービス利用時】法定の自己負担割合分
【実費の場合】1,000円

添乗・
付添料

有 600円/15分

運送の対価
以外の対価

迎車料：300円
介助料：1,000円

総合計 1,800円



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-７】

年 1 月 30 日

・ 0 台 ・ 0 台
台 ・ 0 台 台 ・ 0 台

・ 0 台 ・ 0 台
・ 0 台 ・ 0 台

任意保険等の確認 任意保険等の確認

台 台

任意保険等の確認 任意保険等の確認 済

済 2 人 0 人

人 人 済 2 人 0 人

未 0 人 0 人

人 人

人 人

法人名称 特定非営利活動法人笑顔

法人種別 特定非営利活動（ＮＰＯ）法人
【法人代表者氏名】 高鹿　治雄 【法人所在地】

横浜市緑区中山一丁目７番16号【法人設立年月日】 平成27

事業等

※現在事項全部証明書より
目的及び業務
　この法人は、核家族化・少子高齢化の急速な進行により地域的コミュニティが崩壊することが懸念される中
で、地域の社会資源の情報を集約し最大現に活用し、地域社会の変化に適合した地域コミュニティ再構築の
た
めの事業を行い、子どもから高齢者までのあらゆる世代にわたる地域住民の生活し易い地域コミュニティの再
生に寄与することを目的とする。
　この法人は上記の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
　（１）保健、医療又は福祉の増進を図る活動
　（２）まちづくりの推進を図る活動
　（３）子どもの健全育成を図る活動
　（４）前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
　この法人は、上記の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
　（１）介護保険法に基づく居宅介護事業支援
　（２）介護保険法に基づく居宅サービス事業
　（３）介護保険法に基づく介護予防サービス事業
　（４）福祉有償運送サービス事業
　（５）まちづくり推進に関する事業
　（６）介護家庭の支援に関する事業
　（７）家族生活に関する地域の安心情報発信の事業

事業所所在地
笑顔事業所
横浜市緑区中山１-７-16

介護保険法事業所
指定 無

障害者総合支援法
事業所指定 無

寝台車

車椅子車 車椅子車

兼用車 兼用車

回転シート車 回転シート車

運送の区域 横浜市

所有車両 持ち込み（貸借）車両

福
祉
車
両

0 設備内訳 寝台車 0 設備内訳

普
通
車
両

（
セ
ダ
ン
等

）

0 3

・対人無制限 ・対人無制限
・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

使用車両 ・対人無制限 ・対人無制限

3 台 ・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

登録時までに取得予定

・セダン講習等 登録時までに取得予定

二種免
許所持
者

0 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・セダン講習等 登録時までに取得予定

一種免
許所持
者

2 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・認定講習

運転者

合計 2 内、直近2年間免
許停止処分者 0



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-７】

内訳

人 人 人 人 人 人

人 人 人 2 人 4 人 人 人

人 人 人 4 人
人 人
人 人
人

人

0 人 0 人 0 人 6 人 4 人 0 人 0 人

10 人

旅客の範囲

○ 運行管理の責任者の選任 有 無
車両5両以上の場合、道路運送法施行規則で規定する資格を取得済

○ 整備管理責任者の選任 有 無

○ 運行管理・整備管理に係る指揮命令系統 有 無

○ 事故発生時の連絡体制 有 無

○ 苦情対応の体制 有 無

登録を受けようとする者は、道路運送法第７９条の４第１号から第４号に 該当

対象者
10
人

イ（身体障害者） ロ（精神障害者） ハ（知的障害者） 二（要介護認定者）

５級 ２級 中度 要介護２ 要支援２ 内部障害

ホ（要支援認定者） へ
（チェックリスト）

ト（その他）
６級 ３級 軽度 要介護１ 要支援１ 肢体不自由

その他

合計

　イ　身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者

人
３級 要介護４

２級 要介護５ 精神障害
（認定者を除く）

人
１級

４級 １級 重度 要介護３ 知的障害
（認定者を除く）

〇 　ホ　介護保険法第19条第２項に規定する要支援認定を受けている者
　へ　介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（チェックリスト）に該当する者

　ト　その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

　ロ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障害者
　ハ　障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第４号に規定する知的障害者

〇 　二　介護保険法第19条第１項に規定する要介護認定を受けている者

備考
＜ホ：要支援認定者＞心臓に持病がある、頚椎症等の症状があるため、単独での歩行が困難である

会費

対価（料金）

対価区分 内容 判断基準 対価

運送の
対価

タクシー料金の概ね
２分の１の範囲内

距離制 100円/㎞

運送の
対価以
外の対
価

迎車料
他団体における同様の
サービス等と比較し、
高額でないと認められ
る範囲内

有 300円

待機料 有 500円/30分

介助料

運行管理体制

欠格事由 非該当

その他
(ｽﾄﾚｯﾁｬｰ・車い

す使用料等）

無

標準的な利用に
よる対価（料金）

例 ５㎞離れた病院へ送迎した場合（片道）

運送の
対価 500円【100円/㎞×５㎞】

【参考：タク
シー料金】

※運送の対価
の部分

1,928円
 【416円（初乗1.2㎞まで500円：約416円/㎞）＋1,512円（100円/264m：約378円/km×４㎞）】

提供されるサービスの
具体的な内容、他団体
における同様のサービ
ス等と比較し、高額で
ないと認められる範囲
内

有 900円

添乗・
付添料

無

運送の対価
以外の対価

迎車料：300円
介助料：900円

総合計 1,700円



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-８】

年 4 月 3 日

・ 0 台 ・ 0 台
台 ・ 0 台 台 ・ 0 台

・ 0 台 ・ 0 台
・ 0 台 ・ 0 台

任意保険等の確認 任意保険等の確認

台 台

任意保険等の確認 済 任意保険等の確認

済 5 人 0 人

人 人 済 5 人 0 人

未 0 人 0 人

人 人

人 人

法人名称 特定非営利活動法人らいちょう

法人種別 特定非営利活動（ＮＰＯ）法人
【法人代表者氏名】 手島　淳一 【法人所在地】

横浜市青葉区鴨志田町95番地９【法人設立年月日】 平成29

事業等

※現在事項全部証明書より
目的及び事業
　この法人は障がい者及びその家族に対して、生活支援や就労支援、国際交流に関する事業を通じて行き場
の無い障がい者等の自立を図ることで福祉の増進に寄与することを目的とする。
　この法人は、上記の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
（１）保健、医療又は福祉の増進を図る活動
（２）子どもの健全育成を図る活動
　この法人は、上記の目的を達成するため、次の事業を行う。
１　特定非営利活動に係る事業
（１）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
（２）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく相談支援事業
（３）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業
（４）障害者支援に関する事業
（５）道路運送法第79条に基づく事業

事業所所在地
移動支援らいちょう
横浜市青葉区荏田西3-10-7

介護保険法事業所
指定 無

障害者総合支援法
事業所指定 有

寝台車

車椅子車 車椅子車

兼用車 兼用車

回転シート車 回転シート車

運送の区域 横浜市

所有車両 持ち込み（貸借）車両

福
祉
車
両

0 設備内訳 寝台車 0 設備内訳

普
通
車
両

（
セ
ダ
ン
等

）

4 0

・対人無制限 ・対人無制限
・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

使用車両 ・対人無制限 ・対人無制限

4 台 ・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

登録時までに取得予定

・セダン講習等 登録時までに取得予定

二種免
許所持
者

0 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・セダン講習等 登録時までに取得予定

一種免
許所持
者

5 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・認定講習

運転者

合計 5 内、直近2年間免
許停止処分者 0



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-８】

内訳

人 人 6 人 人 人 人

人 2 人 4 人 人 人 人 人

人 1 人 11 人 人
1 人 人
1 人 人

人

人

2 人 3 人 21 人 0 人 0 人 0 人 0 人

26 人

旅客の範囲

○ 運行管理の責任者の選任 有 無
車両5両以上の場合、道路運送法施行規則で規定する資格を取得済

○ 整備管理責任者の選任 有 無

○ 運行管理・整備管理に係る指揮命令系統 有 無

○ 事故発生時の連絡体制 有 無

○ 苦情対応の体制 有 無

登録を受けようとする者は、道路運送法第７９条の４第１号から第４号に 該当

対象者
24
人

イ（身体障害者） ロ（精神障害者） ハ（知的障害者） 二（要介護認定者）

５級 ２級 中度 要介護２ 要支援２ 内部障害

ホ（要支援認定者） へ
（チェックリスト）

ト（その他）
６級 ３級 軽度 要介護１ 要支援１ 肢体不自由

その他

合計
（重複：2人）

○ 　イ　身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者

人
３級 要介護４

２級 要介護５ 精神障害
（認定者を除く）

人
１級

４級 １級 重度 要介護３ 知的障害
（認定者を除く）

　ホ　介護保険法第19条第２項に規定する要支援認定を受けている者
　へ　介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（チェックリスト）に該当する者

　ト　その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

〇 　ロ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障害者
○ 　ハ　障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第４号に規定する知的障害者

　二　介護保険法第19条第１項に規定する要介護認定を受けている者

備考

会費

対価（料金）

対価区分 内容 判断基準 対価

運送の
対価

タクシー料金の概ね
２分の１の範囲内

距離制 160円/㎞

運送の
対価以
外の対
価

迎車料
他団体における同様の
サービス等と比較し、
高額でないと認められ
る範囲内

有 300円

待機料 無

介助料

運行管理体制

欠格事由 非該当

その他
(ｽﾄﾚｯﾁｬｰ・車い

す使用料等）

無

標準的な利用に
よる対価（料金）

例 ５㎞離れた病院へ送迎した場合（片道）

運送の
対価 800円【500円（160円/㎞×５㎞）】

【参考：タク
シー料金】

※運送の対価
の部分

1,928円
 【416円（初乗1.2㎞まで500円：約416円/㎞）＋1,512円（100円/264m：約378円/km×４㎞）】

提供されるサービスの
具体的な内容、他団体
における同様のサービ
ス等と比較し、高額で
ないと認められる範囲
内

無

添乗・
付添料

無

運送の対価
以外の対価

迎車料：300円
介助料：無

総合計 1,100円



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-９】

年 2 月 10 日

・ 0 台 ・ 0 台
台 ・ 1 台 台 ・ 0 台

・ 0 台 ・ 0 台
・ 0 台 ・ 0 台

任意保険等の確認 済 任意保険等の確認

台 台

任意保険等の確認 済 任意保険等の確認

済 4 人 0 人

人 人 済 4 人 0 人

未 0 人 0 人

人 人

人 人

運転者

合計 4 内、直近2年間免
許停止処分者 0

登録時までに取得予定

・セダン講習等 登録時までに取得予定

二種免
許所持
者

0 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・セダン講習等 登録時までに取得予定

一種免
許所持
者

4 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・認定講習

普
通
車
両

（
セ
ダ
ン
等

）

2 0

・対人無制限 ・対人無制限
・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

使用車両 ・対人無制限 ・対人無制限

3 台 ・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

車椅子車 車椅子車

兼用車 兼用車

回転シート車 回転シート車

運送の区域 横浜市

所有車両 持ち込み（貸借）車両

福
祉
車
両

1 設備内訳 寝台車 0 設備内訳

事業所所在地
NPOたちばな
横浜市旭区上白根１-33-１

介護保険法事業所
指定 無

障害者総合支援法
事業所指定 無

寝台車

法人名称 特定非営利活動法人たちばな福祉会

法人種別 特定非営利活動（ＮＰＯ）法人
【法人代表者氏名】 星野　剣 【法人所在地】

横浜市旭区上白根一丁目33番１号【法人設立年月日】 平成16

事業等

※現在事項全部証明書より
目的及び業務
　この法人は、高齢者及び中途障害者（以下「高齢者等」という。）の地域での自立支援及び少子化対策のた
め、介護保険法に基づく居宅介護支援事業、介護保険法に基づく居宅サービス事業及び託老ホーム事業等
を行い、地域と社会の福祉の増進を図り、もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
　この法人は、上記の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
　　（１）保健、医療又は福祉の増進を図る活動
　　（２）子どもの健全育成を図る活動
　　（３）社会教育の推進を図る活動
　　（４）まちづくりの推進を図る活動
　この法人は、上記の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
　　（１）介護保険法に基づく居宅介護支援事業
　　（２）介護保険法に基づく居宅サービス事業
　　（３）託老ホーム事業
　　（４)生活支援事業
　　（５）地域の子育て支援等事業
　　（６）介護保険法に基づく地域密着型サービス事業
　　（７）介護保険法に基づく介護予防サービス事業及び介護予防支援事業
　　（８）介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業
　　（９）障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業
　　（10）福祉有償運送事業
　　（11）上白根コミュニティハウス指定管理事業
　　（12）その他この法人の目的を達成するために必要な事業



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-９】

内訳

人 人 人 2 人 人 人

人 人 3 人 2 人 3 人 人 人

1 人 人 人 人
人 人

1 人 人
2 人

人

4 人 0 人 3 人 4 人 3 人 0 人 0 人

14 人

旅客の範囲

○ 運行管理の責任者の選任 有 無
車両5両以上の場合、道路運送法施行規則で規定する資格を取得済

○ 整備管理責任者の選任 有 無

○ 運行管理・整備管理に係る指揮命令系統 有 無

○ 事故発生時の連絡体制 有 無

○ 苦情対応の体制 有 無

登録を受けようとする者は、道路運送法第７９条の４第１号から第４号に 該当

運行管理体制

欠格事由 非該当

その他
(ｽﾄﾚｯﾁｬｰ・車い

す使用料等）

無

標準的な利用に
よる対価（料金）

例 ５㎞離れた病院へ送迎した場合（片道）

運送の
対価 920円【200円（初乗１㎞まで200円）＋720円（180円/㎞×４㎞）】

【参考：タク
シー料金】

※運送の対価
の部分

1,928円
 【416円（初乗1.2㎞まで500円：約416円/㎞）＋1,512円（100円/264m：約378円/km×４㎞）】

提供されるサービスの
具体的な内容、他団体
における同様のサービ
ス等と比較し、高額で
ないと認められる範囲
内

有 1,000円/回

添乗・
付添料

有 600円/30分

運送の対価
以外の対価

迎車料：300円
介助料：1,000円

総合計 2,220円

備考
＜ホ：要支援認定者＞膝に痛みがあり歩行困難、足に力が入らず歩行が困難、弱視のため単独歩行が困難

会費 入会金：1,000円、年会費：3,000円

対価（料金）

対価区分 内容 判断基準 対価

運送の
対価

タクシー料金の概ね
２分の１の範囲内

距離制 初乗り１㎞まで200円、以降180円/㎞加算

運送の
対価以
外の対
価

迎車料
他団体における同様の
サービス等と比較し、
高額でないと認められ
る範囲内

有 300円

待機料 有 180円/10分

介助料

○ 　ホ　介護保険法第19条第２項に規定する要支援認定を受けている者
　へ　介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（チェックリスト）に該当する者

　ト　その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

　ロ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障害者
○ 　ハ　障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第４号に規定する知的障害者
○ 　二　介護保険法第19条第１項に規定する要介護認定を受けている者

○ 　イ　身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者

人
３級 要介護４

２級 要介護５ 精神障害
（認定者を除く）

人
１級

４級 １級 重度 要介護３ 知的障害
（認定者を除く）

６級 ３級 軽度 要介護１ 要支援１ 肢体不自由

その他

合計
対象者

14
人

イ（身体障害者） ロ（精神障害者） ハ（知的障害者） 二（要介護認定者）

５級 ２級 中度 要介護２ 要支援２ 内部障害

ホ（要支援認定者） へ
（チェックリスト）

ト（その他）



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-10】

年 7 月 27 日

・ 0 台 ・ 0 台
台 ・ 1 台 台 ・ 0 台

・ 0 台 ・ 0 台
・ 0 台 ・ 0 台

任意保険等の確認 済 任意保険等の確認

台 台

任意保険等の確認 済 任意保険等の確認

済 7 人 0 人

人 人 済 7 人 0 人

未 0 人 0 人

人 人

人 人

運転者

合計 7 内、直近2年間免
許停止処分者 0

登録時までに取得予定

・セダン講習等 登録時までに取得予定

二種免
許所持
者

0 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・セダン講習等 登録時までに取得予定

一種免
許所持
者

7 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・認定講習

普
通
車
両

（
セ
ダ
ン
等

）

1 0

・対人無制限 ・対人無制限
・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

使用車両 ・対人無制限 ・対人無制限

2 台 ・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

車椅子車 車椅子車

兼用車 兼用車

回転シート車 回転シート車

運送の区域 横浜市

所有車両 持ち込み（貸借）車両

福
祉
車
両

1 設備内訳 寝台車 0 設備内訳

介護保険法事業所
指定 有

障害者自立支援法
事業所指定 有事業所所在地

寝台車

法人名称 特定非営利活動法人だんだんの樹

法人種別 特定非営利活動（ＮＰＯ）法人
法人代表者氏名

法人設立年月日 平成13

服部　惠津子 【法人所在地】

横浜市泉区領家二丁目６番地の１

法人事業

※履歴事項全部証明書より
目的及び業務
　この法人は住民の相互扶助の理念に基づき、高齢要介護者とその家族に対し、要介護者の介護と介護家
族の生活の保全に関する事業を行なうと共に、地域の中で高齢者に限らず身障者、そして「助けて」の声をあ
げた人に応えるため常に新しい知識、情報を提供できるべく自らの資質の向上に努め、ボランティアだからで
きる「私が生きてきた私の町」の福祉に貢献することを目的とする。
　この法人は上記の目的を達成するために次の種類の特定非営利活動を行なう。
 （１）保健、医療または福祉の増進を図る活動
 （２）人権の擁護または平和の推進を図る活動
　この法人は上記の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行なう。
 （１）介護保険法に基づく居宅介護支援事業、居宅介護サービス事業、地域密着型サービス事業及び介
      護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業
 （２）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業及び
      地域支援事業
 （３）地域の高齢者、障害者等に向けた福祉サービス事業
 （４）ボランティア活動の推進
 （５）介護管理手法の普及

特定非営利活動法人だんだんの樹
横浜市泉区弥生台27-２

定款

第５条に（６）道路運送法に基づく福祉有償運送

を追記手続き中であることを確認。



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-10】

内訳

人 人 人 1 人 人 人

人 1 人 人 4 人 1 人 人 人

人 人 人 人
人 人
人 2 人

3 人

人

3 人 1 人 0 人 7 人 1 人 0 人 0 人

12 人

旅客の範囲

○ 運行管理の責任者の選任 有 無
車両5両以上の場合、道路運送法施行規則で規定する資格を取得済

○ 整備管理責任者の選任 有 無

○ 運行管理・整備管理に係る指揮命令系統 有 無

○ 事故発生時の連絡体制 有 無

○ 苦情対応の体制 有 無

登録を受けようとする者は、道路運送法第７９条の４第１号から第４号に 該当

運行管理体制

欠格事由 非該当

その他
(ｽﾄﾚｯﾁｬｰ・車い

す使用料等）

有 高速利用料金等は必要に応じて実費徴収（事前確認）

標準的な利用に
よる対価（料金）

例 ５㎞離れた病院へ送迎した場合（片道）

運送の
対価 800円【350円（初乗2㎞）＋450円（150円/㎞×3㎞）】

【参考：タク
シー料金】

※運送の対価
の部分

1,928円
 【416円（初乗1.2㎞まで500円：約416円/㎞）＋1,512円（100円/264m：約378円/km×４㎞）】

提供されるサービスの
具体的な内容、他団体
における同様のサービ
ス等と比較し、高額で
ないと認められる範囲
内

有

【介護保険、障害福祉サービス利用時】
介護報酬の自己負担割合分
【介護保健、障害福祉サービス適用外の場合】
1,000円（１回）

添乗・
付添料

有

【介護保険、障害福祉サービス利用時】
介護報酬の自己負担割合分
【介護保健、障害福祉サービス適用外の場合】
500円/15分

運送の対価
以外の対価

迎車料：300円
介助料：1,000円

総合計 2,100円

備考
＜ホ：要支援認定者＞腰椎圧迫骨折のため歩行不安定

会費

対価（料金）

対価区分 内容 判断基準 対価

運送の
対価

タクシー料金の概ね
２分の１の範囲内

距離制 初乗り２㎞まで350円、以降150円/㎞加算

運送の
対価以
外の対
価

迎車料 他団体における同様の
サービス等と比較し、
高額でないと認められ
る範囲内

有 300円

待機料 有 300円/15分

介助料

○ 　ホ　介護保険法第19条第２項に規定する要支援認定を受けている者
　へ　介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（チェックリスト）に該当する者

　ト　その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

○ 　ロ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障害者
　ハ　障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第４号に規定する知的障害者

○ 　二　介護保険法第19条第１項に規定する要介護認定を受けている者

○ 　イ　身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者

人
３級 要介護４

２級 要介護５ 精神障害
（認定者を除く）

人
１級

４級 １級 重度 要介護３ 知的障害
（認定者を除く）

６級 ３級 軽度 要介護１ 要支援１ 肢体不自由

その他

合計
対象者

12
人

イ（身体障害者） ロ（精神障害者） ハ（知的障害者） 二（要介護認定者）

５級 ２級 中度 要介護２ 要支援２ 内部障害

ホ（要支援認定者） へ
（チェックリスト）

ト（その他）



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-11】

年 9 月 29 日

・ 0 台 ・ 0 台
台 ・ 0 台 台 ・ 0 台

・ 0 台 ・ 0 台
・ 0 台 ・ 0 台

任意保険等の確認 任意保険等の確認

台 台

任意保険等の確認 任意保険等の確認 済

済 10 人 0 人

人 人 済 10 人 0 人

未 0 人 0 人

人 人

人 人

法人名称 特定非営利活動法人いっぱい障がい者地域生活サポート会

法人種別 特定非営利活動（ＮＰＯ）法人
法人代表者氏名 瀬﨑　忠雄

法人設立年月日 平成17

事業等

※履歴事項全部証明書より
目的及び事業
　この法人は、学齢障がい児及び障がい者とその家族の方々が地域で安心して生活できる環境及びサポート
体制を、地域で活動するボランティアグループ・福祉施設・教育機関が連携して構築し、また障害福祉サービ
スの事業を実施し、地域福祉の増進と住み易い環境・まち作りに寄与することを目的とする。
　この法人は、上記の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
（１）保健、医療又は福祉の増進を図る活動
（２）子どもの健全育成を図る活動
　この法人は、上記の目的を達成するため、次の事業を行う。
（１）特定非営利活動に係る事業
①児童福祉法に基づく放課後等デイサービス
②学齢障がい児の放課後一時預かり・支援に関する事業
③長期休暇中の余暇活動支援に関する事業
④交流の場とスペースの提供に関する事業
⑤通学・通院・余暇等の移動支援移送サービスに関する事業
⑥勉強会・研修会等の開催による人材育成に関する事業
⑦障がい児と家族の理解促進に関わる地域啓発事業
⑧障害福祉サービス（就労支援）に関わる事業
⑨その他この法人の目的を達成するために必要な事業

【法人所在地】
横浜市旭区中沢二丁目38番６号

事業所所在地
のこのこの会
横浜市旭区若葉台４-13-401

介護保険法事業所
指定 無

障害者総合支援法
事業所指定 無

寝台車

車椅子車 車椅子車

兼用車 兼用車

回転シート車 回転シート車

運送の区域 横浜市

所有車両 持ち込み（貸借）車両

福
祉
車
両

0 設備内訳 寝台車 0 設備内訳

普
通
車
両

（
セ
ダ
ン
等

）

0 10

・対人無制限 ・対人無制限
・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

使用車両 ・対人無制限 ・対人無制限

10 台 ・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

登録時までに取得予定

・セダン講習等 登録時までに取得予定

0 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・セダン講習等 登録時までに取得予定

一種免
許所持

者
10 内、直近2年間免

許停止処分者 0 ・認定講習

二種免
許所持

者
運転者

合計 10 内、直近2年間免
許停止処分者 0



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-11】

内訳

人 人 人 15 人 9 人 4 人

人 人 2 人 9 人 11 人 人 14 人

1 人 人 1 人 3 人
3 人 1 人
4 人 人
6 人

人

14 人 0 人 3 人 28 人 20 人 0 人 18 人

83 人

旅客の範囲

○ 運行管理の責任者の選任 有 無
車両5両以上の場合、道路運送法施行規則で規定する資格を取得済

○ 整備管理責任者の選任 有 無

○ 運行管理・整備管理に係る指揮命令系統 有 無

○ 事故発生時の連絡体制 有 無

○ 苦情対応の体制 有 無

登録を受けようとする者は、道路運送法第７９条の４第１号から第４号に 該当

対象者
83
人

イ（身体障害者） ロ（精神障害者） ハ（知的障害者） 二（要介護認定者）

５級 ２級 中度 要介護２ 要支援２ 内部障害

ホ（要支援認定者） へ
（チェックリスト）

ト（その他）
６級 ３級 軽度 要介護１ 要支援１ 肢体不自由

その他

合計

○ 　イ　身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者

人
３級 要介護４

２級 要介護５ 精神障害
（認定者を除く）

人
１級

４級 １級 重度 要介護３ 知的障害
（認定者を除く）

○ 　ホ　介護保険法第19条第２項に規定する要支援認定を受けている者
　へ　介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（チェックリスト）に該当する者

○ 　ト　その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

　ロ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障害者
○ 　ハ　障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第４号に規定する知的障害者
○ 　二　介護保険法第19条第１項に規定する要介護認定を受けている者

備考
＜ホ：要支援認定者＞膝関節損傷、脊柱管狭窄症等のため歩行困難
＜ ト：その他＞肺切除、心臓バイバス手術、脳梗塞後遺症等のため歩行困難

会費 入会金：2,000円

対価（料金）

対価区分 内容 判断基準 対価

500円/30分

添乗・
付添料

有 500円/30分

運送の
対価

タクシー料金の概ね
２分の１の範囲内

距離制 初乗り２㎞まで、300円。以降、150円/㎞加算

運送の
対価以
外の対
価

迎車料 他団体における同様の
サービス等と比較し、
高額でないと認められ
る範囲内

有 200円

運行管理体制

欠格事由 非該当

その他
(ｽﾄﾚｯﾁｬｰ・車い

す使用料等）

有

キャンセル料（当日配車後）：500円
時間外、休日対応：20％割増（要事前予約）
（基本利用時間：月～土、８時～17時）

標準的な利用に
よる対価（料金）

例 ５㎞離れた病院へ送迎した場合（片道）

運送の
対価 750円【300円（初乗2㎞）＋450円（150円/㎞×3㎞）】

【参考：タク
シー料金】

※運送の対価
の部分

1,928円
 【416円（初乗1.2㎞まで500円：約416円/㎞）＋1,512円（100円/264m：約378円/km×４㎞）】

待機料 有 400円/30分（最初の15分は無料）

介助料

提供されるサービスの
具体的な内容、他団体
における同様のサービ
ス等と比較し、高額で
ないと認められる範囲
内

有

運送の対価
以外の対価

迎車料：200円
介助料：500円

総合計 1,450円



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-12】

年 10 月 19 日

・ 0 台 ・ 0 台
台 ・ 0 台 台 ・ 0 台

・ 3 台 ・ 0 台
・ 0 台 ・ 0 台

任意保険等の確認 済 任意保険等の確認

台 台

任意保険等の確認 任意保険等の確認

済 2 人 0 人

人 人 済 2 人 0 人

済 1 人 0 人

人 人

人 人

【法人所在地】
横浜市金沢区寺前一丁目８番６号ライオンズマンション金沢文庫第２－102

運転者

合計 3 内、直近2年間免
許停止処分者 0

登録時までに取得予定

・セダン講習等 登録時までに取得予定

二種免
許所持
者

1 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・セダン講習等 登録時までに取得予定

一種免
許所持
者

2 内、直近2年間免
許停止処分者 0 ・認定講習

普
通
車
両

（
セ
ダ
ン
等

）

0 0

・対人無制限 ・対人無制限
・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

使用車両 ・対人無制限 ・対人無制限

3 台 ・対物１，０００万円以上 ・対物１，０００万円以上

車椅子車 車椅子車

兼用車 兼用車

回転シート車 回転シート車

運送の区域 横浜市

所有車両 持ち込み（貸借）車両

福
祉
車
両

3 設備内訳 寝台車 0 設備内訳

事業所所在地
介護福祉サービス守の会
横浜市金沢区寺前1-8-6ライオンズマ
ンション金沢文庫第２-102

介護保険法事業所
指定 有

障害者総合支援法
事業所指定 有

寝台車

法人名称 特定非営利活動法人守の会

法人種別 特定非営利活動（ＮＰＯ）法人
法人代表者氏名 森田　竜一郎

法人設立年月日 平成11

事業等

※履歴事項全部証明書より
目的及び業務
　この法人は、地域の人々に対して、介護及び福祉事業に関する事業を行い、地域に貢献し高齢者、障害者
の方の社会参加を促し、社会の活性化に寄与することを目的とする。
　この法人は、上記の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
（１）保健、医療及び福祉の増進を図る活動
この法人は、上記の目的を達成するため、次に事業を行う。
（１）特定非営利活動に係る事業
 ①家事援助及び介護援助に係る事業
 ②移送サービス事業
 ③介護保健法に基づく居宅サービス事業
 ④介護保険法に基づく居宅介護支援事業
 ⑤介護保険法に基づく第１号事業



横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　協議対象団体概要 【資料７-12】

内訳

人 人 人 0 人 0 人 15 人

人 人 人 22 人 3 人 人 人

人 人 人 14 人
人 37 人
人 25 人
人

人

0 人 0 人 0 人 人 3 人 0 人 15 人

人

旅客の範囲

○ 運行管理の責任者の選任 有 無
車両5両以上の場合、道路運送法施行規則で規定する資格を取得済

○ 整備管理責任者の選任 有 無

○ 運行管理・整備管理に係る指揮命令系統 有 無

○ 事故発生時の連絡体制 有 無

○ 苦情対応の体制 有 無

登録を受けようとする者は、道路運送法第７９条の４第１号から第４号に 該当

提供されるサービスの
具体的な内容、他団体
における同様のサービ
ス等と比較し、高額で
ないと認められる範囲
内

起点より10㎞以内：300円、10㎞以上：500円

運送の対価
以外の対価

迎車料：300円（起点より10㎞以内の場合）
介助料：1,200円

総合計 2,450円

運行管理体制

待機料 有 300円/15分

介助料

備考　【イ（身体障害者）、ロ（精神障害者）・ハ（知的障害者）】すでに協議済み
＜ホ：要支援認定者＞腰痛悪化、胸骨骨折等のため歩行困難
＜ト：その他＞癌末期、リクライニング車椅子等使用のため歩行困難

会費

タクシー料金の概ね
２分の１の範囲内

距離制 190円/㎞

運送の
対価以
外の対
価

迎車料 他団体における同様の
サービス等と比較し、
高額でないと認められ
る範囲内

欠格事由 非該当

その他
(ｽﾄﾚｯﾁｬｰ・車い

す使用料等）

有

福祉車両設備利用料：200円
土日祝日等割増料金：100円
夜朝割増料金（８時以前もしくは17時以降）：100円
車椅子貸出料：100円
リクライニング式車椅子貸出料：500円

標準的な利用に
よる対価（料金）

例 ５㎞離れた病院へ送迎した場合（片道）

運送の
対価 950円【190円/㎞×５㎞】

【参考：タク
シー料金】

※運送の対価
の部分

1,928円
 【416円（初乗1.2㎞まで500円：約416円/㎞）＋1,512円（100円/264m：約378円/km×４㎞）】

対価（料金）

対価区分 内容 判断基準 対価

有

【介護保険適用の場合】介護保険自己負担分
【自費の場合】
1,200円

添乗・
付添料

無

運送の
対価

有

○ 　ホ　介護保険法第19条第２項に規定する要支援認定を受けている者
　へ　介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（チェックリスト）に該当する者

○ 　ト　その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

○ 　ロ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障害者
○ 　ハ　障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第４号に規定する知的障害者
○ 　二　介護保険法第19条第１項に規定する要介護認定を受けている者

○ 　イ　身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者

人
３級 要介護４

２級 要介護５ 精神障害
（認定者を除く）

人
１級

４級 １級 重度 要介護３ 知的障害
（認定者を除く）

98

116

６級 ３級 軽度 要介護１ 要支援１ 肢体不自由

その他

合計
対象者

116
人

イ（身体障害者） ロ（精神障害者） ハ（知的障害者） 二（要介護認定者）

５級 ２級 中度 要介護２ 要支援２ 内部障害

ホ（要支援認定者） へ
（チェックリスト）

ト（その他）



【資料８】

法人名称
横浜市へ
の届出日

変更内容 新 旧

6

令和４年度第３回横浜市福祉有償移動サービス運営協議会　変更報告一覧

事務所の住所の変更

【ららむーぶ戸塚】
車椅子車　６台
セダン等　９台（+１台）

車両の増車

廃止
廃止（令和４年11月30日）
【理由：車両の廃車及び人材確保が困難な
ため】

車椅子車　２台（うち軽１台）
セダン等　９台（うち軽２台）

車椅子車　４台
回転シート車　１台
セダン等　６台

横浜市旭区白根１-15-４コーポヤマミ103

4

車両の増車

【ららむーぶ栄】
車椅子車　５台
回転シート車　１台
セダン等　７台

【横浜地区】
車いす車　０台
セダン等　３台

【ららむーぶ戸塚】
車椅子車　６台
セダン等　８台

【ららむーぶ港北】
車椅子車　11台（+１台）
回転シート車　１台
セダン等　17台

【ららむーぶ港北】
車椅子車　10台
回転シート車　１台
セダン等　17台

車椅子車　４台
回転シート車　１台
セダン等　７台（+１台）

神奈川高齢者生活協同組合

車椅子車　２台（うち軽１台）
セダン等　９台（うち軽１台）

車両の増車

車両の種類の変更を伴
う車両の入替

5 一般社団法人あおばの虹 R4.12.15

【ららむーぶ栄】
車椅子車　５台
回転シート車　１台
セダン等　８台（+１台）

横浜市旭区鶴ケ峰２-９-９大幸ビル１階

【横浜地区】
車いす車　１台（+１台）
セダン等　３台

3 福祉クラブ生活協同組合 R4.12.1

車両の増車

1 R4.11.29

車両の増車

R4.12.13

R4.12.21

社会福祉協議会横浜市青葉区社
会福祉協議会

特定非営利活動法人横浜移動
サービス協議会

2
特定非営利活動法人ワーカーズ・
コレクティブふれあい都筑

R4.11.29
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【資料９】 

福祉有償移動サービスにおける安全確保の確認について 

平成 29 年 11月から横浜市に登録のある団体へ道路運送法第 94条４の規定に基づき安全確保の確認のため

訪問を開始しました。引き続き令和４年度も実施団体 24事業所を訪問する予定です。 

今回は、令和４年 10月から 12月までの訪問結果をご報告させていただきます。（５団体） 

福祉有償運送ガイドブックに定められた各種台帳や記録が適正に実施されているかなど大きくわけて 10 項

目の視点から確認を行っています。 

 
１ 名簿の管理について （道路運送法施行規則：第五十一条の二十五） 

  運送を必要とする理由の確認、旅客の範囲の届出状況、保管方法等の確認を行いました。 

２ 車両について （道路運送法：第七十九条の二３号） 

  登録台数と現在使用している車両に相違はないか、車両の損害賠償保険の確認、持込車の使用契約書の

確認を行いました。 

３ 安全な運転の確認について （道路運送法施行規則：第五十一条の十八） 

  安全な運送を行っていただくために、運送前に確認するべき事項が実施されているか確認を行いました。 

４ 乗務記録について （道路運送法施行規則：第五十一条の十八） 

  乗務の開始及び終了の地点、経過地点、乗車距離等必要事項を記載、保管しているか確認を行いました。 

５ 運転者台帳について （道路運送法施行規則：第五十一条の十九） 

  運転者ごとの記録・必要事項の記載について確認を行いました。 

６ 事故について （道路運送法：第七十九条の十、道路運送法施行規則：第五十一条の二十一） 

  事故が発生した場合の連絡体制および記録を確認しました。 

７ 苦情について （道路運送法施行規則：第五十一条の二十六） 

  利用者からの苦情の記録・保管、連絡体制について確認しました。 

８ 表示・掲示の義務について  

（道路運送法施行規則：第五十一条の十九、第五十一条の二十三、第五十一条の二十四） 

運送を行う際に運転者証の表示または掲示、標章が車両の両側面に表示されているか等の確認を行いま

した。 

９ 料金表について （道路運送法：第七十九条の八、道路運送法施行規則：第五十一条の十四） 

  料金表の内容が変わっていないか、料金の変更は運営協議会での合意が必要であることを確認しました。 

10 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

・車両に係る確認項目では、変更届（減車）の未提出が１件、車両に登録証の写しを備えてない団体

が１件ありました。 
・運転者に係る確認事項では、「運転者台帳」の運転者を辞めた日付・理由の未記入が１件、「運転者

証」では、免許証の有効期限及び運転者の要件の未記入が１件ありました。 
・安全運転に係る確認項目では、「安全な運転のための確認表」では誤った確認方法や記録の保管がな

い事案が２件、「乗務記録」の記載事項に関する指摘が３件ありました。 
・今回の訪問団体は、令和４年度第３回運営協議会で、更新申請の対象事業所です。全体をとおして

は、不備や記載ミスが減少しました。 
・団体からの聞き取りでは、道路交通法施行規則改正について質問が多くありました。運転者の確保

の難しさ、ガソリン代の高騰による負担が増加している等の話がありました。 



                              【資料10】 
令和４年度第２回横浜市福祉有償移動サービス運営協議会議事録 

日 時 令和４年11月10日（木）10時00分～12時00分 

開催場所 横浜市役所 18階会議室（みなと１・２・３） 

出 席 者 

門谷委員、藤井委員、梅原委員、熊坂委員、白石委員、服部委員、西尾委員、 

水野委員、鈴本委員、籾山委員、内田委員、髙野委員（リモート）、井汲委員、 

山野上委員、日下様（三橋委員代理） 

欠 席 者 無 

開催形態 公開（傍聴者１名） 

議 題 １ 開会 

２ 協議事項  

（１）道路運送法第79条新規登録申請に係る協議（３団体） 

（２）道路運送法第79条登録団体の変更登録申請に係る協議（２団体） 

（３）道路運送法第 79条登録団体の運賃変更に係る協議(２団体) 

（４）道路運送法第 79条登録団体の更新登録申請に係る協議(６団体)   

６ 報告事項 

（１）道路運送法第79条登録団体の変更報告について 

（２）福祉有償移動サービスにおける安全確保の確認について 

（３）事故報告について（１団体） 

（４）横浜市福祉有償移動サービス輸送実績について 

（５）令和４年度第１回横浜市福祉有償移動サービス運営協議会議事概要 

（６）その他 

   ・道路運送法施行規則改正（令和４年10月１日施行）概要 

   ・自家用有償旅客運送における旅客から収受する対価の取り扱いについて 

   ・横浜市福祉有償移動サービスガイドブックの改訂 

決定事項 決定事項 

・協議事項（１）から(４)までについて合意（（３）の一部団体を除く） 

議   事 １ 開会 

 

２ 協議事項 

（１） 道路運送法第79条新規登録申請に係る協議（３団体） 

（白石委員）一般社団法人青葉区医師会の添乗・付添料が、看護師と介護職員の料

金が違う理由は何か。 

（事務局）法人が支払っている時給をベースにし判断している。 

（白石委員）どういう事か。これは、障害者本人が支払うものか。 

（事務局）利用した人が、支払う金額になる。 

（白石委員）看護師と介護職員の料金が違うのはおかしいのではないか。 

（事務局）法人がこの金額（時給）を設定し申請した。 

（白石委員）では、そのまま認可するということか。 

（事務局）委員から意見等なければ、この金額で事業開始となる。 
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（白石委員）分かった。 

（熊坂委員）今の件に関連した質問だが、この添乗・付添料の看護師の設定料金は

平均的な金額なのか。看護師費用も法人によって差があると思う。法人

によっては高いところもある。利用者からすると、看護師に添乗して欲

しいという時は、本当に困っている状態である。そのため、費用負担を

抑えて欲しいという思いと、補助を出して欲しいという声が多い。例え

ば、兄弟で重度の障害あり、通院しなければならい場合、一度に予約が

取れれば良いが、なかなか一度に予約を取ることができない。結果、月

に何度も通院しなければならなくなる。家族にとっては大きな負担であ

る。看護師の付添利用料金は、平均でこのくらいの金額で考えなさいと

いう行政指導が必要ではないか。法人実態によって、利用料金がピンか

らキリまであったら、利用者が使いづらい。 

（西尾会長）意見があったと承る。団体から申請があった内容についての検討とい

う場である。制度的な支援をどうしていくのかといった提言があった。 

（山野上委員）会長の言う通り、制度の問題と個々の運送については、別に考えた方

が良い。看護師が添乗する場合は、医療的ケアが受けられるということ

で良いか。 

（事務局）その通り。詳細は団体にヒアリングする必要があるが、今回は、青葉

区の特別支援学校の児童への通学支援ということなので、吸引等の必要

な児童もいると思う。そのため、看護師を添乗させることを想定し、こ

の内容で申請されている。 

（山野上委員）その介助料も福祉タクシー利用券の使用は可能か。 

（事務局）福祉タクシー利用券も使用できる。但し、介護保険で利用されている

部分は除く。 

（西尾会長）今の議論があった一般社団法人青葉区医師会は、特別支援学校に通学

する障害児、おそらく医療的ケアが必要な児童の通学支援で福祉有償運

送を始めたいということで、添乗・付添料で看護師が必要な場合の料金

設定をされた。運送の対価以外の対価については、実費の範囲という基

準にはなっている。実際にかかる費用が、この団体の利用料金として示

されていると思う。 

（白石委員）障害の違いによって、負担金額が違うのはおかしいと思う。 

（西尾会長）意見があったと承る。その他、いかがか。この新規申請団体、３団体

については、合意したということでよろしいか。 

（ 委 員 ）異議なし。 

 

（２）道路運送法第79条登録団体の変更登録申請に係る協議（２団体） 

（西尾会長）変更登録申請に係る協議ということで２団体からの申請があった。意

見等あるか。申請団体のふれあいドリームについては、内部障害（透

析）の患者さんの利用を受け入れるために【ト：その他】の枠を、つむ

ぎ会は【ロ：精神障害者】の枠を拡大登録するという内容であるが、合

意したということでよろしいか。 

（ 委 員 ）異議なし。 
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（３）道路運送法第79条登録団体の運賃変更に係る協議（２団体） 

（白石委員）ふれあい都筑について、「車椅子対応、別途250円」について、これは

どのような介助なのか。 

（事務局）介助の方法ということか。 

（白石委員）介助の内容である。どのような場面で、どのような介助をするのか。 

（事務局）これまでは、車椅子の貸出費用（レンタル料）として、その他費用に

載せていたが、車椅子を利用されている方へ対応するために料金を設

定した。 

（西尾会長）車椅子を利用されている方の介助をする際は、250円が介助料に加算さ

れるということである。 

（服部委員）車椅子もいろいろな種類がある。「この形の車椅子の場合は、シート

ベルトをここからしなければいけない」とか、多くの注意点がある。そ

のため、相当勉強しなければならない。250円を貰うから、完璧な介助

が出来るというものではないと思う。 

（熊坂委員）この団体の移動サービスを利用している方が、自分たちの会員にい

る。この車椅子利用料については、随分もめていると聞いている。電動

車椅子は対応できない、動かし方が分からないと言いながら、車椅子利

用料を徴収していたという事案があり、所長と話し合いを行い、徴収し

なくなったということがあったらしい。服部委員の話にもあった通り、

利用者でしか動かせない車椅子やだれでも動かせる車椅子とピンからキ

リまである。250円という費用で何をやるのか。非常に不鮮明である。

実際に、この団体に問い合わせたことがあるが、「検討します。」とい

う返事だけで回答は得られなかった。そのようなことから、この団体の

料金変更申請については保留だと思う。 

（西尾会長）車椅子対応の介助料を取っている団体は他にもあるか。 

（事務局）設定している団体はある。前回の運営協議会の中でも、車椅子の乗降

介助は１回1,000円という内容で協議が調っている団体もある。介助料

の中に、車椅子対応を設定することは、これまでもこの運営協議会で協

議を調わせていた。この団体から、今回の設定理由としては、車椅子利

用の方は、重度の方が多いので、ドライバーへの加算（人件費）という

ことで介助料として運用したいという要望であった。 

（山野上委員）この運営協議会で諮っているのが、もともとは民生委員や地域の助け

合いの活動で行っていたことに対し、毎回利用者に気を使わせてしま

うのは申し訳ないから、１回いくらという利用料を決めて、利用者も

支え合いの活動に参加するという形になった。だが、公道で料金を徴

収して走ることは、道路運送法で禁止されている。介護保険制度が始

まり、ヘルパーが動くようになり、給与を払わなければいけないとい

うことが重なり合って、白タクと言われたものを認めようということ

で、厚労省と国交省が話し合い、この福祉有償運送が生まれてきたの

ではないかと思う。この協議会で団体のことを「事業者」と言ってい

るのを聞き、運送業になったのだと思った。昔から助け合いの活動と

して実施してきたところと、白石委員たちの発言も理解できる。重度
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心身障害者だと移動するために、多く負担をしなければならないのか

という気持ちも分かる。平成18年から福祉有償運送の制度は始まった

が、見直しが必要な時期になったのではないかと思う。今、議論して

いる介助料をどうするのかという話になると、市民活動が全部なくな

ってしまう。でも利用者からは、なんですべて自己負担なのか、本当

はプロのサービスを安心して受けたいのに、受けられない状況や事情

とは何か等、一緒に考えていけると良い。車椅子介助料がどうして高

くなってしまうのかという点については、リフト操作や福祉車両の使

用等といった面で費用が高くなってしまう。またセダン等の車両で運

送する場合は、利用者を移乗させ、車椅子を畳んでトランク等へ乗せ

なければいけないため、時間がかかってしまう等の活動者側の理由が

あることも理解して欲しい。 

（西尾会長）運送の対価や運送の対価以外の対価について、今までも協議してき

た。それぞれの団体の申請の背景には、担い手の確保が難しく、事業を

継続していくためには、実費として必要であるという理由が多かったと

思う。この団体についても同じように思う。山野上委員の発言にもあっ

たような対応やそのための研修や訓練も必要になってくることで、対価

以外の対価で設定がされていると思う。協議が調わないということは、

旧料金のまま実施するということか。 

（事務局）一旦、団体に相談する。 

（西尾会長）あるいは、この介助料の部分だけを保留にするという案もある。いか

がか。この協議を調わせるのは難しいか。 

（白石委員）反対である。 

（熊坂委員）提案がある。毎回、検案事項は宿題として残ると思う。事業者は一生

懸命、障害者のためにやっている。それは継続して欲しいが、検案事項

は運営協議会としてまとめて、次年度どうしていこうか、事務局として

整理して欲しい。検案事項として残すという形をとっていけば、どんど

ん宿題として残っていく。所属する団体としては、移動は一番大きな問

題である。車椅子が使えない場合は、どこにも行くことができない。事

業者もタクシー会社も逃げていく。最近は乗車拒否をするタクシー会社

も減ってはいる。世の中の理解を得たいが、それに対する対価は、理解

できる範囲内でお願いしたい。この件は、宿題として、事務局でどう進

めるか検討し、次回に提案していただくのはいかがか。それに併せて、

今までの検案事項も整理して欲しい。それをこの運営協議会の成果とし

て残していければ良いと思う。 

（内田委員）継続協議になった事項は、次の運営協議会で項目ごとに確認を行って

いる。協議事項が残っているということはないと思う。いろいろなご意

見を頂いている。この場に支援の所管課の担当者も来ている。この協議

会にも関係しているが、別の場で話し合い、決定していくことになる。 

（西尾会長）団体から申請された対価についてどう考えるかという場になる。その

判断を運営協議会で行う必要があると思う。現状は車椅子使用料が250

円であるが、今後は車椅子対応料として介助料に含む形にしたいという
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申請である。協議を調わすことが難しいとなると、車椅子を利用してい

る方の利用が難しくなるケースが出てこないか危惧する。団体として必

要であると考え、申請された。理解いただけないか。 

（藤井委員）迎車料金に関しても、５㎞まで300円とあるが、タクシー運賃の迎車料

が300円ということで、以前は、それ以上の金額はどうかという意見を

したことがある。今回、５㎞以上10㎞まで550円と申請された。タクシ

ーでも通常、５㎞以上の迎車はなかなかない。今回の場合、それだけ遠

距離の方を迎えに行かなければならない事情を加味した場合、仕方ない

のかと思う。介助料についても、山野上委員の発言にもあったが、利用

者からするとなるべく利用しやすい料金で継続的に利用したいが、一方

で担い手の確保という問題もある。利用者の理解を得た上で、必要な料

金の上乗せは必要であると思う。タクシーについても、燃料高騰等の理

由で値上げの動きが出ている。利用者の観点と担い手の確保の両方を考

えて、必要な料金については上乗せも認めていく方向が必要なのではな

いか。 

（西尾会長）迎車料についての課題もある。迎車料の変更理由について、病院への

送迎の中でも、遠方の病院への通院という事情が増えていていると説明

があった。 

（事務局）その通り。当初、想定していなかった遠方への通院が増えてきたため、

今回このような変更申請をした。 

（西尾委員）専門の病院でないと対応ができない場合もある。そのような場合は、

近くに医療機関がないケースもあるため、遠距離の迎車も想定できる。 

（白石委員）車椅子の種類にもいろいろあると服部委員が言ったが、障害特性によ

って対応が違うというのが差別になると懸念している。 

（西尾委員）今までの意見を踏まえ、資料４－１NPO法人ぷろむなーどについては議

論がないため、協議が調ったと思う。資料４－２ふれあい都筑について

は、特に車椅子対応の部分について議論を行った。介助料の車椅子対応

の部分については、今回は保留し、運送の対価・迎車料・その他料金の

変更について協議を調えるという整理はいかがか。 

（事務局）横浜市福祉有償移動サービス運営協議会要綱の第６条の３に、このよ

うに意見がでた場合の対応が掲載されているとおり、過半数で決するの

であれば、この内容で進める。決しない場合であれば、どのような修正

を行えば良いか意見を頂きたい。 

（西尾委員）それでは、資料４－２については、多くの議論を行った。この申請内

容で合意するということで、過半数の採決という方法がある。車椅子対

応料を除いた形で協議を調えるといった条件をつけるのが良いのではな

いかと思うが、どのような条件をつければよいか。 

（熊坂委員）申請をした団体としては、この部分だけ除かれたら困ると思う。今回

は、意見として記録に残していただきたい。事務局には、検案事項は機

会を改めても良いし、関係委員だけでもよいので、来年度以降、どうの

ように反映していくかの検討の場を作っていただきたい。この場だけで

終わりにしてしまうのではなく、今後そのようなことを行うという条件
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を付けたい。 

（西尾会長）熊坂委員としては、車椅子の介助料について、制度的に、また全体と

して議論していく必要があるということであった。 

（山野上委員）多数決で決められる内容ではないと思う。福祉有償運送の協議の論点

としては、決められるところは限られている。介助の部分は別の話であ

ると思う。福祉有償運送は、運送業と市民活動の間にあると思う。市民

活動を安心安全に行う、利用者も安心して使えるために、道路運送法で

守られてきた。その主旨からすると、白石委員や服部委員の意見も重く

受け止める必要がある。社会保障として移動の権利を守る、差別しない

という声は一緒に挙げていきたいが、ここで議論している市民活動の送

迎について一緒に後押しをし、さらに安心安全に出来るようにどうした

ら良いか、一緒に考えて貰いたい。 

（内田委員）運営要綱にある通り、福祉有償運送が適正に行われているかどうかに

ついては、事務局では団体への立ち入り等も行っている。旅客から収受

する対価について、今議論されている。もともと助け合いの気持ちから

始まっている事業であるため、一定の金額以下でなければいけない等の

条件をつけるのは難しいのではないか。協議会として、専門事業者とし

てタクシー会社、利用者からの意見、代表の方からの意見の中で協議を

し、条件つきで再考という場合は、団体へ戻すというのはあると思う。

それ以上のどうあるべきかという内容については、ここの場で判断する

ものではなく、市全体として、支援する所管課で検討されることにな

る。この運営協議会は、団体からの申請内容について、どうなのか協議

する場であり、役割である。 

（西尾会長）移動の費用として、設定をどうしていくかについての議論を、この協

議会で行うのは違うかもしれない。市として、意見を聞いていただき、

検討していただきたい。委員からは、移動の権利が保障される制度の在

り方が必要だという意見があった。市民団体を含めた福祉有償運送とい

う活動という面もあり、この団体の背景は切り離して議論出来ればと思

う。このふれあい都筑の申請について、いかがか。 

（服部委員）車椅子に乗っているだけで、250円加算されるというのが理解できな

い。杖をついて歩行されている方も同じである。車椅子に乗っていると

いう理由だけで、費用が高くなる理由が分からない。事業者が加算した

い理由も理解は出来る。障害者というくくりで考えると、同じ仲間だと

思いたい。そうでないと差別に繋がってしまう。 

（西尾会長）白石委員もこの団体の車椅子対応の加算については賛成できないか。 

（白石委員）難しい。私たち障害者は、国連憲章の中で私たちの問題は、私たちの

権利は、私たち抜きで決定しないという事に基づいてここにいる。だか

ら多数決で決める問題ではない。 

（山野上委員）この団体の運送の対価は、１㎞100円なので値上げの余地があると思

う。それであれば、障害者を差別するのではなく、お互い様の気持ち

で、利用者全体で負担をし、運送の対価を見直すのはいかがか。団体と

して、少しでも利用者の負担を軽くしたいという思いがあるが、全体で
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負担する形をとるのはいかがか。この運営協議会で出た、当事者の代表

や家族からの意見を反映出来たらいいと思う。 

（事務局）山野上委員からも提案があった。今回は、運送の対価を含めて、介助

料も団体に戻すというのは、いかがか。 

（西尾会長）協議が調わないという状況であるため、資料４－２については、論点

も含め団体に伝えて、改めて申請していただくということでよろしい

か。このふれあい都筑については、協議が調わなかったということでよ

ろしいか。 

（事務局）迎車料についてはいかがか。 

（西尾会長）事態として必要性があると理解はしている。意見が出たことは伝えて

欲しい。重要な意見が多くでた。この運賃変更に係る協議については、

1団体目のぷろむなーどについては協議が調ったが、２団体目のふれあ

い都筑については協議が調わなかったため、再考していただくというこ

とでよろしいか。 

（ 委 員 ）異議なし。 

       

（４）道路運送法第79条登録団体の更新登録申請に係る協議（６団体） 

（神奈川運輸支局）確認しておきたい点がある。旅客の範囲について、資料７-２総ぐるみ

福祉の会の区分（ロ：精神障害者）および資料７-６GOOD JOBの区分

（ホ：要支援認定者）について、内訳には０人となっているが、旅客の

範囲では○が付いているのはなぜか。 

（事務局）いずれの団体も旅客の範囲については協議済みである。過去にその区

分の利用者がいたが、現在はその区分に該当する利用者がいない。今後

も受け入れる予定があるため、旅客の範囲として残している。 

（西尾会長）その他はいかがか。 

（門谷委員）資料７-３ぷろむなーどについて、登録車両が15両で運転者が６名、持

込車両が13両という内容は少し変わっているのではないか。運転者が持

ち込むケースが多いと思うが、これはどういうことか。 

（事務局）運転者が持ち込んでいる意味の持込車ではなく、ぷろむなーどの母体

となっている法人（社会福祉法人キャマラード）から提供されている車

両が13両ある。 

（西尾会長）NPO法人以外の法人が実施している障害福祉サービスの送迎等を行って

いるのか。 

（事務局）その通り。他の団体でも、母体になる法人が株式会社等であった場

合、福祉有償運送の申請ができないため、NPO法人を設立して行ってい

るケースもある。 

（西尾会長）その他、いかがか。この６団体の更新申請は協議が調ったということ

でよろしいか。 

（ 委 員 ）異議なし。 

 

６ 報告事項 

（１）道路運送法第79条登録団体の変更報告について 
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（西尾会長）22件の軽微な変更届の報告があった。新旧の記載があるので、後程確

認して欲しい。質問等あるか。 

（ 委 員 ）特になし。 

（２）福祉有償移動サービスにおける安全確保の確認について 

（西尾会長）安全確保の確認のため訪問した13団体の結果について報告があった。

質問等あるか。確認後、指摘事項等については通知しているのか。また

改善策等を提出させているのか。 

（事務局）基本的には、その場での指摘で終わっているものが多い。そのため、

その場で説明をし、改善していただいている。内容的に確認が必要なも

のは、別途提出を求めている。また再度訪問する形を取っている。 

（白石委員）他に安全面で気が付いたことがある。ワゴン型の送迎車を利用する際

に、車両に固定するためのシートベルトをされる場合がある。そのシー

トベルトを装着すると圧迫され、急ブレーキをかけられると大変なこと

になる。運転者に説明をするが、納得してくれない運転者もいる。この

点について、道路運送法上どうなのか尋ねたい。 

（神奈川運輸支局）シートベルトの規定に関しては、道路交通法の所管になるため、直接

の所管は警察になる。おそらく物理的に困難な場合や、シートベルトの

装着で危険が生じる場合は、必ずしもシートベルト着用の義務が含まれ

なかったと思うが、詳細は警察の方に確認をして貰いたい。 

（西尾会長）シートベルト着用の義務については警察に確認して欲しい。ここで

は、道路運送法の規則に基づいた安全確認の取組についての報告があっ

た。 

 

（３）事故報告について（１団体） 

（西尾会長）事故があったが、幸に乗車中の利用者には怪我がなかったという報告

であった。 

 

（４）横浜市福祉有償移動サービス輸送実績について 

（西尾会長）輸送実績の経年の変化についての報告があった。髙野委員から質問が

あるようなのでお願いしたい。 

（髙野委員）令和２年と３年は利用及び事業者も減少している。これは、コロナ禍

のため、減少しているということか。 

（事務局）団体へヒアリング等を行った際に、そのように聞いている。コロナに

より、利用控えや、事業を整理していく中で、福祉有償運送の廃止をさ

れた団体もあった。 

（髙野委員）この福祉有償移動サービスについて、この場は許認可をする場として

理解をしている。事業経営についてのリスクは、各々の事業者が負うこ

とになると思うが、横浜市としては告知や広報は協力できると思う。ど

のよう形で協力しているのか。 

（事務局）横浜市として、団体の運営を支援するため、定期的に訪問をし、書類

や法律に反していないかの確認を行っている。 

（髙野委員）今年度からで構わないので、市全体の報告に加え、区ごとの統計も出
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して貰えるか。区ごとで利用の実態を把握した方が良くないか。これに

より区ごとの粗利率を把握したいという考えによる。 

（事務局）改めて髙野委員には話を聞くが、区ごとというのは、団体の所在地で

よろしいか。利用者の居住や送迎先となると難しいと思う。髙野委員に

再度確認し、回答する。 

（髙野委員）事業所所在地で構わない。 

（西尾会長）再度、髙野委員と調整し、可能かどうか検討して欲しい。市で把握し

ているデータの制約もあると思う。提案があったと受け止めたい。 

（白石委員）令和３年度の運送回数の利用目的の割合について、どこかに記載して

あるか。 

（西尾会長）利用目的別のデータがあるかということか。 

（白石委員）その通り。 

（事務局）直接これに基づく、紐づいたデータはないが、団体訪問等で利用目的

を聞くと、通院が７割と回答するところが多い。障害児のサービスを実

施している団体では、通学・通所での利用が多くなる。 

（白石委員）分かった。 

（門谷委員）車椅子介助料にも影響するかもしれないが、利用対価、送迎料、介助

料、車椅子介助料の有無を集計してはどうか。集計することによって、

料金の設定にも役に立つと思う。 

（事務局）どういう形で示すのか教えて欲しい。平均値ということか。 

（門谷委員）総額である。 

（西尾会長）事業規模が分かるようなデータが出れば良いということである。 

（事務局）検討するが、出し方によっては議論が偏ってしまわないか。検討はす

る。どのような形で示すことができるか、議論に役に立つか検討はす

る。 

（西尾会長）提案があった。また大事な研究データに繋がってくると思う。 

 

（５）令和４年度第１回横浜市福祉有償移動サービス運営協議会議事概要 

（６）その他 

   ・道路運送法施行規則改正（令和４年10月１日施行）概要 

   ・自家用有償旅客運送における旅客から収受する対価の取り扱いについて 

   ・横浜市福祉有償移動サービスガイドブックの改訂 

（西尾会長）道路運送法施行規則の改正に伴う変更事項について説明があった。 

（事務局）ガイドブックについても、施行規則の改正を反映した。団体訪問の際

は、団体に提供し、またメール等で団体へ周知もしていく。 

（西尾会長）事業者の立場、相談支援の立場、当事者の立場からの意見があり、活

発な議論ができた。重要な議論であったと思う。この事業がさらに育っ

ていくように、また議論が深められれば有難い。また横浜市も、難しい

課題も多いと思うが、その内容を受け止めて欲しい。移動というのが、

日常生活で重要なサービスであるということを改めて考えさせられた。 
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             （終了）     
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